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(57)【要約】
【課題】長期間に亘る個人の識別をするために好適な個
人識別装置を提供する。
【解決手段】個人Ｐｉ（ｉ＝１，２，・・・）を識別す
るための辞書データとして、複数個の異なる期間のそれ
ぞれにおける個人を識別するための識別要素から抽出さ
れた特徴データから生成した複数個の期間辞書データＴ
Ｄｉ，ｎ（ｎ＝１，２，・・・，Ｎ）を備える。個人の
異なる期間のそれぞれにおける識別は、対応する期間の
期間辞書データＴＤｉ，ｎを用いて行なう。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人を識別するための辞書データとして、複数個の異なる期間のそれぞれにおける前記
個人を識別するための識別要素から抽出された特徴データから生成した複数個の期間辞書
データを備え、
　前記個人の前記異なる期間のそれぞれにおける識別は、対応する期間の前記期間辞書デ
ータを用いて行なうことを特徴とする個人識別装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の個人識別装置において、
　前記複数個の期間辞書データのそれぞれが対応する期間の長さは、同一とされる
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の個人識別装置において、
　前記複数個の期間辞書データのそれぞれが対応する期間の長さは、可変とされる
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の個人識別装置において、
　前記複数個の期間辞書データの期間のうちの、隣接する２つの期間に対応する期間辞書
データの期間は、互いに一部重複する期間を備える
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の個人識別装置において、
　前記複数個の期間辞書データのそれぞれが対応する期間の長さは、前記期間における前
記個人の年齢に応じて可変とされる
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の個人識別装置において、
　前記個人から前記識別要素が取り込まれたときの時間が、前記隣接する２つの期間に対
応する期間辞書データの前記重複する期間内であるときには、いずれか一方の期間辞書デ
ータを用いて個人識別を行なう
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の個人識別装置において、
　前記いずれか一方の期間辞書データは、対応する期間に取り込まれた前記識別要素数が
多い方の辞書データとされる
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の個人識別装置において、
　前記期間辞書データは、対応する期間における前記個人の新たな前記識別要素を取得す
るたびに更新するものであって、
　前記識別要素から抽出された特徴データに対して、その取り込み時刻に応じた重み係数
で重み付けを行なって、前記期間辞書データを更新する
　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の個人識別装置において、
　前記期間辞書データは、対応する期間における前記個人の新たな前記識別要素を取得す
るたびに更新するものであって、
　前記識別要素から抽出された特徴データに対して、前記取得された前記識別要素につい
て予め定められている基準条件からのずれに応じて定められている信頼度の情報に基づく
重み付けを行なって、前記期間辞書データを更新する
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　ことを特徴とする個人識別装置。
【請求項１０】
　個人を識別するための辞書データとして、複数個の異なる期間のそれぞれにおける前記
個人を識別するための識別要素から抽出された特徴データから生成した複数個の期間辞書
データを用意し、
　前記個人の前記異なる期間のそれぞれにおける識別は、対応する期間の前記期間辞書デ
ータを用いて行なうことを特徴とする個人識別方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、個人の顔画像、声などの個人を識別するための識別要素を用いて
個人を識別する個人識別装置および個人識別方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、識別すべき複数の人の顔、声などの識別要素の特徴データを、辞書データとし
て、予め保存しておき、取り込まれた識別すべき個人の上記識別要素の特徴データと、辞
書データとして記憶されている識別要素の特徴データとを比較することにより、取り込ま
れた個人の識別要素が誰の識別要素であるかを識別するようにする個人識別手法が知られ
ている。
【０００３】
　この個人識別手法において、識別要素として顔画像を例に取ると、辞書データは、前記
識別しようとする個人の顔画像を取り込んで、その顔画像から抽出した特徴データを用い
て生成する。この場合において、従来は、辞書データは１個だけ生成する。そして、一般
には、識別要素としての顔画像の取り込み時の撮像条件や顔の向きなどの取り込み誤差を
平均化するために、同じ個人について複数の顔画像を取り込んで、特徴データを平均化し
たものを当該個人の識別用の辞書データとして記憶するようにする（特許文献１（特開２
００３－２７１９５８号公報）参照）。
【０００４】
　そして、通常は、新たに各個人毎の顔画像の識別が行なわれたときに、識別された個人
の顔画像の特徴データを、当該１個の識別用辞書データに反映させることで、各個人用の
顔画像の辞書データの更新を行なうようにしている。
【０００５】
　上記の特許文献は、次の通りである。
【特許文献１】特開２００３－２７１９５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の顔識別技術を用いた個人識別技術は、セキュリティシステム用に用いられる場合
が殆どで、現時点における個人の顔画像などの識別要素と、辞書データとの照合を行なう
ようにしている。このため、過去の顔よりも、現時点の顔の識別精度向上に焦点が当てら
れた１個の顔識別用辞書データを用いることで、顔識別が行なわれる。そして、当該１個
の辞書データは、現在の顔に追従するように過去の登録画像を削除しつつ、辞書データ自
体を更新するようにして更新されている。
【０００７】
　ところで、最近は、デジタルスチルカメラの普及と、パーソナルコンピュータの記憶容
量の大容量化により、パーソナルコンピュータの大容量記憶装置に、撮影した大量の写真
画像を取り込んで、アルバムを作成したりして写真管理することができるようになってい
る。また、同様の写真管理サービスをＷｅｂ上で行なうサイトも登場している。
【０００８】
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　このような場合に、パーソナルコンピュータで用いる写真管理アプリケーションや、Ｗ
ｅｂサービスでは、取り込む写真画像が常に新しい顔画像の場合に限られる訳ではなく、
過去の写真画像が取り込まれることも予想される。
【０００９】
　人の顔や声は、年月と共に、変化してゆくのが通常であるので、上述の写真管理アプリ
ケーションや、Ｗｅｂサービスで、従来の顔識別技術で用いられる、現在の顔画像に追従
するように更新して作成する１個の辞書データを用いて顔識別する手法では、過去の写真
画像を同一人物として識別することができなくなるおそれがある。
【００１０】
　また、上述のように、同じ個人について取り込んだ複数の顔画像の特徴データを平均化
した更新する従来の１個の顔識別用辞書データを、上記のような写真管理に用いた場合、
長期間における個人の顔識別をしたときに、過去から現在の写真まで、長期間の顔画像を
元に辞書が作成され、かえって個人の特徴が平均化されてしまい、精度向上はみられない
と考えられる。
【００１１】
　人の顔のみではなく、人の声も、年月と共に、変化してゆくことが知られており、人の
声により個人識別を行なう場合にも同様のことが言える。
【００１２】
　この発明は、以上の点にかんがみ、長期間に亘る個人の識別をするために好適な個人識
別装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、この発明の個人識別装置は、
　個人を識別するための辞書データとして、複数個の異なる期間のそれぞれにおける前記
個人を識別するための識別要素から抽出された特徴データから生成した複数個の期間辞書
データを備え、
　前記個人の前記異なる期間のそれぞれにおける識別は、対応する期間の前記期間辞書デ
ータを用いて行なうことを特徴とする。
【００１４】
　上述の構成のこの発明による個人識別装置によれば、複数個の異なる期間のそれぞれに
おける複数個の期間辞書データを備えていて、個人の異なる期間のそれぞれにおける識別
は、対応する期間の期間辞書を用いて行なうので、過去から現在に亘り、人の識別要素の
変化に対応した個人識別が可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、複数個の異なる期間のそれぞれにおける複数個の期間辞書データを
用いて、対応する期間における個人の識別を行なうようにしたことにより、過去から現在
に亘り、人の識別要素の変化に対応した個人識別が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、この発明による個人識別装置の実施形態を、顔画像を、個人を識別するための識
別要素として個人識別する装置の場合を例に、図を参照しながら説明する。
【００１７】
　［第１の実施形態］
　図１は、この実施形態の顔画像による個人識別装置の構成例を示すブロック図である。
この図１の例は、例えばパーソナルコンピュータに、顔画像による個人識別装置を構成し
た場合の例であり、ブロックで示したものの一部は、ソフトウエア構成とすることもでき
るものである。
【００１８】
　図１に示すように、この実施形態の顔画像による個人識別装置は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
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ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１に対してシステムバス２を介して、プログラ
ム等が記憶されているＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３と、ワークエリア
用のＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）４と、操作部インターフェー
ス５と、ディスプレイインターフェース７６と、画像データ入力インターフェース７とが
接続されている。
【００１９】
　操作部インターフェース５には、キーボードやマウスなどの操作入力部８が接続されて
いる。また、ディスプレイインターフェース６には、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ；液晶ディスプレイ）などからなるディスプレイ９が接続さ
れている。
【００２０】
　画像データ入力インターフェース７は、例えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｂｕｓ）インターフェースを備える撮像カメラ（デジタルカメラ）等の画像出力
装置からの画像データを受け取る場合には、ＵＳＢ端子およびＵＳＢインターフェースか
らなる。
【００２１】
　また、画像データ入力インターフェース７は、画像データが格納されたカード型メモリ
からの画像データを受け取る場合には、当該カード型メモリが装填されるメモリリーダで
構成される。
【００２２】
　また、画像データ入力インターフェース７は、画像データが格納された光ディスクから
の画像データを受け取る場合には、当該光ディスクからの画像データの読み出しが可能な
光ディスクドライブで構成される。
【００２３】
　なお、画像データ入力インターフェース７は、画像データのみでなく、画像データに付
随する、例えば撮像時刻の情報、撮像条件などからなる情報（例えば、Ｅｘｉｆ（Ｅｘｃ
ｈａｎｇｅ　ｉｍａｇｅ　ｆｉｌｅ　ｆｏｒｍａｔ）形式の情報など）も取り込むもので
ある。
【００２４】
　この場合に、画像データ入力インターフェース７を通じて取り込まれる画像データに、
もしも、撮像時刻の情報が含まれていない場合には、図示は省略するが、ＣＰＵ１は、ユ
ーザに対し、撮影時刻の情報が存在しないので撮影時刻の入力をするように促すメッセー
ジを、ディスプレイ９に表示し、このメッセージに対応してユーザが入力する撮像時刻の
情報を取り込まれた画像データに対応させて取得するようにする。
【００２５】
　また、画像データ入力インターフェース７は、印画紙にプリントされた写真をスキャン
して取り込むスキャナであっても良い。その場合には、撮影時刻の情報は、ユーザが入力
するようにする。
【００２６】
　また、この実施形態においては、システムバス２には、顔識別用辞書データベース１０
と、顔識別用画像処理部１１と、顔識別処理部１２と、表示情報生成部１３と、辞書デー
タ更新処理部１４とが接続されている。
【００２７】
　顔識別用辞書データベース１０は、例えばハードディスク装置などの記憶装置の全部あ
るいは一部の記憶エリアが用いられて構成されている。この実施形態では、この顔識別用
辞書データベース１０には、顔画像による個人識別すべく登録された複数の個人Ｐｉ（ｉ
＝１，２，・・・以下同じ。ｉは個人番号に対応する。例えばｉ＝１は「Ａさん」、ｉ＝
２は「Ｂさん」の如くである）のそれぞれについての個人辞書データＤｉが、それぞれの
個人を特定するための個人特定情報（個人識別データ）と対応付けられて記憶保持されて
いる。なお、以下の説明において、「顔識別」は、「顔画像による個人識別」と同義であ
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る。
【００２８】
　顔識別用画像処理部１１は、図２に示すように、画像データ入力インターフェース７を
通じて取り込んだ原画の画像データから、顔検出および目検出を行い、検出した両目の位
置が水平になるように、目の位置に合わせて顔画像の回転をする。目の位置に合わせて顔
画像を回転するのは、後述のように、顔識別においては、正面を向いた顔画像であって、
両目が水平になっている顔画像を基準にしているからである。
【００２９】
　そして、さらに、顔識別用画像処理部１１では、顔画像を識別するための特徴部位（例
えば眉、目、鼻、口など）の特徴データを抽出するための特徴点プロット（特徴点サンプ
リング）を行い、当該取り込まれた顔画像Ｆinについての特徴データとしての特徴ベクト
ルＶinを取得する。ここで、特徴ベクトルＶinは、複数種の特徴量を変数とする関数から
なるものである。
【００３０】
　なお、顔識別用画像処理部１１における顔検出、目検出、特徴ベクトルＶinの算出など
の処理に関しては、特許文献２（特開２００６－７２７７０号公報）、特許文献３（特開
２００５－４４３３０号公報）、非特許文献（佐部浩太郎、日台健一、“ピクセル差分特
徴を用いた実時間任意姿勢顔検出器の学習”、第１０回画像センシングシンポジウム講演
論文集、ｐｐ．５４７-５５２,２００４年６月）などに詳しく記載されているので、ここ
では省略することとする。
【００３１】
　顔識別用画像処理部１１は、取り込まれた顔画像Ｆinについて取得した特徴データとし
ての特徴ベクトルＶinを、顔識別処理部１２に供給する。
【００３２】
　また、顔識別用画像処理部１１において、顔検出や目検出ができなかった場合、または
、顔検出や目検出ができても、特徴ベクトルの算出ができなかった場合には、その旨を顔
識別処理部１２や表示情報生成部１３に送るようにする。
【００３３】
　顔識別処理部１２は、顔識別用画像処理部１１からの取り込まれた画像から取得された
顔画像Ｆinの特徴データとしての特徴ベクトルＶinを受けて、この特徴ベクトルＶinと、
顔識別用辞書データベース１０に格納されている複数の個人の個人辞書データＤｉとを比
較して照合し、一致していると判定することができる個人辞書データＤｉを検出するよう
にする。
【００３４】
　そして、顔識別処理部１２は、一致していると判定することができる個人辞書データＤ
ｉが検出できたときには、その旨と、検出できた個人辞書データＤｉに対応する個人特定
情報（個人識別データ）、この例では、個人の氏名とを、表示情報生成部１３に送る。
【００３５】
　また、顔識別処理部１２は、一致していると判定することができる個人辞書データＤｉ
が検出できなかったときには、その旨を、表示情報生成部１３に送る。
【００３６】
　なお、顔識別処理部１２は、顔識別用画像処理部１１から、顔検出や目検出ができなか
った旨、または、顔検出や目検出ができても、特徴ベクトルの算出ができなかった旨の通
知を受けたときには、上述した顔識別処理は実行しない。
【００３７】
　表示情報生成部１３は、顔識別処理部１２から、顔識別ができた旨および顔識別結果と
して個人特定情報としての個人の氏名を受け取ったときには、図３に示すような、顔識別
結果をユーザに確認させるための顔識別結果確認画面の表示情報を生成し、ディスプレイ
インターフェース６を通じてディスプレイ９の画面に表示させるようにする。
【００３８】
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　図３に示すように、この顔識別結果確認画面には、取り込んだ顔画像Ｆinの表示画像２
１が表示されると共に、顔識別結果が正しいかどうかをユーザに問い合わせるメッセージ
「この人は、「○○○○」さんですか？」の表示２２と、当該問い合わせメッセージ２２
に対する回答のボタンアイコン２３，２４とが表示される。問い合わせメッセージ２２の
うちの、「○○○○」の部分には、顔識別結果の氏名が表示される。
【００３９】
　図３の例では、顔識別処理部１２では、取り込まれた顔画像の特徴データは、「田中太
郎」さんの個人辞書データＤｉの顔画像の特徴データと一致したと判定したので、問い合
わせメッセージ２２の「○○○○」の部分には、「田中太郎」が表示されている。
【００４０】
　回答のボタンアイコン２３は、肯定の回答用であり、また、回答のボタンアイコン２４
は、否定の回答用である。
【００４１】
　図３の画面において、ユーザが、操作入力部８を用いて肯定の回答用のボタンアイコン
２３をクリックしたときには、表示情報生成部１３は、ＣＰＵ１の制御に従って、顔識別
結果の氏名の情報を辞書データ更新処理部１４に供給する。辞書データ更新処理部１４は
、後述するように、受け取った氏名で特定される個人特定情報に対応して顔識別用辞書デ
ータベース１０に記憶されている個人辞書データＤｉの新規生成（新規登録）または更新
処理を行なう。
【００４２】
　また、図３の画面において、ユーザが、操作入力部８を用いて否定の回答用のボタンア
イコン２４をクリックしたときには、表示情報生成部１３は、図４に示すような、顔識別
結果が不正解であることをユーザに報知する顔識別結果不正解画面の表示情報を生成し、
ディスプレイインターフェース６を通じてディスプレイ９の画面に表示させるようにする
。
【００４３】
　この顔識別結果不正解画面には、図４に示すように、取り込んだ顔画像Ｆinの表示画像
２１と、当該取り込んだ顔画像Ｆinが誰の顔画像であるか、氏名を入力するように促すメ
ッセージ２５を表示する。ユーザは、このメッセージ２５中の氏名入力欄２６に、表示画
像２１として表示されている個人の氏名を入力するようにする。
【００４４】
　このユーザによる氏名の入力を受け付けると、表示情報生成部１３は、ＣＰＵ１の制御
に従って、その入力された氏名の情報を、辞書データ更新処理部１４に供給する。辞書デ
ータ更新処理部１４は、後述するように、受け取った氏名からなる個人特定情報に対応し
て顔識別用辞書データベース１０に記憶されている個人辞書データＤｉの新規生成または
更新処理を行なう。
【００４５】
　なお、氏名入力欄２６に氏名の入力がなされずに、ユーザから顔識別の処理の終了が指
示されたときには、表示情報生成部１３からは、氏名の情報が伝達されず、ＣＰＵ１の制
御に従って辞書更新をしない旨の通知が辞書データ更新処理部１４に通知される。したが
って、辞書データ更新処理部１４は、個人辞書データの生成または更新処理は行なわない
。
【００４６】
　また、表示情報生成部１３は、顔識別処理部１２から、顔識別結果として顔識別用辞書
データベース１０中に、取り込まれた顔画像と一致する個人辞書データＤｉがない旨の通
知を受け取ったときには、図５に示すような、顔識別結果として「一致無し」をユーザに
報知させるための顔識別結果一致無し画面の表示情報を生成し、ディスプレイインターフ
ェース６を通じてディスプレイ９の画面に表示させるようにする。
【００４７】
　この顔識別結果一致無し画面には、図５に示すように、取り込んだ顔画像Ｆinの表示画
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像２１と、当該取り込んだ顔画像Ｆinが誰の顔画像であるか、氏名を入力するように促す
メッセージ２７を表示する。ユーザは、このメッセージ２７中の氏名入力欄２８に、表示
画像２１として表示されている個人の氏名を入力するようにする。
【００４８】
　このユーザによる氏名の入力を受け付けると、表示情報生成部１３は、その入力された
氏名の情報を、辞書データ更新処理部１４に供給する。辞書データ更新処理部１４は、後
述するように、受け取った氏名を個人特定情報とする個人辞書データＤｉの新規生成また
は更新処理を行なう。
【００４９】
　なお、氏名入力欄２８に氏名の入力がなされずに、ユーザから顔識別の処理の終了が指
示されたときには、表示情報生成部１３からは、氏名の情報が伝達されず、辞書更新をし
ない旨の通知が辞書データ更新処理部１４に通知される。したがって、辞書データ更新処
理部１４は、辞書データの生成または更新は行なわない。
【００５０】
　また、表示情報生成部１３は、顔識別用画像処理部１１から、顔検出や目検出、最終的
には、特徴ベクトルの算出ができなかった旨の通知を受けたときには、図６に示すような
、照合不能通知画面の表示情報を生成し、ディスプレイインターフェース６を通じてディ
スプレイ９の画面に表示させるようにする。
【００５１】
　この照合不能通知画面には、図６に示すように、取り込まれた顔画像は、辞書データの
更新には用いられない旨のメッセージ２９が表示される。そして、ＣＰＵ１の制御に従っ
て、表示情報生成部１３は、辞書データの更新をしない旨の通知を辞書データ更新処理部
１４に通知する。
【００５２】
　辞書データ更新処理部１４は、この実施形態では、顔識別処理部１３での識別結果に基
づいて個人特定情報が特定されたとき、当該個人特定情報に対応する個人辞書データＤｉ
の更新処理を実行する。
【００５３】
　この場合、上述の説明から分かるように、「顔識別処理部１３での識別結果に基づいて
個人特定情報が特定されたとき」には、顔識別結果が正解であって個人特定情報が個人識
別装置において特定される場合と、顔識別結果が不正解であって、ユーザにより入力され
た個人の氏名により個人特定情報が特定される場合と、顔識別の結果、一致するものがな
くて新規の顔画像の取り込みの場合であってユーザにより入力された個人の氏名により個
人特定情報が特定される場合と、を含むものである。
【００５４】
　顔識別用画像処理部１１で、顔検出や目検出、最終的には、特徴ベクトルの算出ができ
なかった旨の通知を受けたときには、辞書データ更新処理部１４は、前記個人辞書データ
Ｄｉの更新処理は行なわない。また、取り込まれた顔画像についての個人特定情報の特定
が最終的にできなかったときにも、辞書データ更新処理部１４は、前記個人辞書データＤ
ｉの更新処理は行なわない。
【００５５】
　顔識別用辞書データベース１０の個人辞書データＤｉとしては、従来は、各個人に対し
て、１個の顔識別用の辞書データが登録されていて、当該各個人に対する１個の顔識別用
辞書データのそれぞれと、取り込まれた個人の識別要素から抽出された特徴データとを照
合することで、取り込まれた識別要素を備える個人を識別するようにする。
【００５６】
　これに対して、この実施形態の顔識別用辞書データベース１０においては、「Ａさん」
、「Ｂさん」、「Ｃさん」・・・の各個人辞書データＤｉとしては、異なる複数個の期間
についての複数個の期間辞書データが設けられる。
【００５７】
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　すなわち、この実施形態では、顔識別用辞書データベース１０には、図８に示すように
、一人当たりの個人辞書データＤｉとして、互いに異なる複数個の期間、例えば、期間１
、期間２、・・・、期間Ｎ、についての複数個の期間辞書データＴＤｉ，１、ＴＤｉ，２
、・・・、ＴＤｉ，Ｎが設けられ、これら複数個の期間辞書データが、各個人の個人特定
情報である個人識別データＩＤｉに対応付けられて格納されている。
【００５８】
　ここで、個人特定情報（個人識別データＩＤｉ）としては、この実施形態では、個人名
（氏名）が登録される。個人特定情報としては、個人名（氏名）に限らず、個人識別番号
や記号、その他、個人情報を用いるようにしても良いし、それらの個人を特定するための
情報の組み合わせを用いるようにしても良い。
【００５９】
　また、この実施形態では、図８に示すように、個人辞書データＤｉの一部として、複数
個の期間辞書データＴＤｉ，ｊ（ｊ＝１，２，・・・，Ｎ）のそれぞれの期間を定める基
準となる基準時刻データＲｔが格納される。この実施形態では、この基準時刻データとし
ては、対応する個人Ｐｉについて最初に取り込んだ顔画像の撮影時刻のデータが用いられ
る。なお、この場合、撮影時刻は、撮影がなされた年、月、日、時、分、秒からなるが、
この実施形態で期間を定める場合には、日を最小単位とするので、期間を定めるための基
準時刻としては年月日のみを用いるものとしている。
【００６０】
　各個人の複数個の期間辞書データＴＤｉ，ｊのそれぞれは、それぞれの期間辞書データ
ＴＤｉ，ｊが対応する期間内で撮影された当該対応する個人の顔画像の取り込みがあった
ときに、当該取り込まれた顔画像から抽出された特徴データが用いられて、新規に生成さ
れる。
【００６１】
　そして、期間辞書データＴＤｉ，ｊが生成された後に、対応する期間内で撮影された当
該対応する個人の顔画像の更なる取り込みがあったときには、当該更なる取り込みがなさ
れた顔画像から抽出された特徴データが用いられて、当該期間辞書データＴＤｉ，ｊが更
新される。
【００６２】
　したがって、この例の場合、各個人の個人辞書データＤｉを構成する複数個の期間辞書
データＴＤｉ，１、ＴＤｉ，２、・・・、ＴＤｉ，Ｎの数Ｎは、通常、各個人Ｐｉ毎に異
なるものとなる。
【００６３】
　そして、この実施形態の個人識別装置では、期間辞書データＴＤｉ，ｊが対応する期間
の長さを、ユーザが設定可能な固定長とする場合（固定長モード）と、識別対象の個人の
年齢に応じて可変長とする場合（可変長モード）の２つの期間モードのいずれかを、ユー
ザが選択設定可能とされている。
【００６４】
　期間辞書データＴＤｉ，ｊが対応する期間の長さを一定にする固定長モードは、顔の変
化具合が一定であることを前提とする場合、例えば、壮年期などのみを個人の識別対象期
間とする場合などに有効である。
【００６５】
　一方、個人の識別対象期間を長く考えた場合には、年齢によって期間を変化させる、と
いう方法が有効であると考えられる。成長が早い幼いころの期間辞書データが対応する期
間は短くし、成長とともに、期間辞書データが対応する期間を徐徐に長くする、という方
法である。
【００６６】
　また、この実施形態では、２個の期間辞書データの期間が隣接する場合においては、重
複期間を設けるようにしている。このように重複期間を設けるのは、一人の個人について
の複数個の期間辞書データにおいて、隣接する期間において急激な変化が生じないように
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するためである。
【００６７】
　例えば、ある期間辞書データＴＤａが２００４年に、また、期間辞書データＴＤｂが２
００５年に、それぞれ撮影されたある個人Ｐｘの顔画像の特徴データを基に作成されたも
のとした場合に、２００４年１２月３１日に撮影された顔画像の特徴データは、重複期間
がなければ期間辞書データＴＤａのみを更新するためにのみ用いられる。しかし、２００
４年１２月３１日は、期間的には、２００５年に近いために、期間辞書データＴＤｂをも
更新するために用いられるべきである。そこで、この実施形態では、例えば２００４年１
２月の１ヶ月を、期間辞書データＴＤａの対応期間と、期間辞書データＴＤｂの対応期間
における重複期間とするようにする。
【００６８】
　すると、２００４年１２月の１ヶ月分に撮影された顔画像の特徴データは、期間辞書デ
ータＴＤａと、期間辞書データＴＤｂとの両方についての更新対象データとなり、辞書デ
ータの特徴データの急激な変化を回避することができる。
【００６９】
　この第１の実施形態では、顔識別用辞書データベース１０全体として、期間モードとし
て、固定長モードまたは可変長モードのいずれかが予め設定されるものである。この期間
モードは、期間辞書データを新規に作成（新規登録）する場合に用いられる。
【００７０】
　すなわち、個人の識別要素としての顔画像を新たに取り込んで、個人識別したときに、
当該顔画像の時点（例えば当該顔画像の撮影時点）を含む期間の期間辞書データが見つか
らなかったときには、顔識別用辞書データベースに対して期間辞書データを新規に作成し
て登録（新規登録）するが、その際に、この期間モードを参照して、新規に作成する期間
辞書データが対応する期間および重複期間を設定するようにする。
【００７１】
　この実施形態では、ユーザは、固定長モードを選択するときには、固定の期間長を、選
択設定することができるように構成されている。すなわち、この実施形態では、例えば図
９（Ａ）に示すような、固定辞書期間テーブルＴＢＬｘが用意されており、当該固定辞書
期間テーブルＴＢＬｘから、ユーザが固定の期間長を選択設定することができるように構
成されている。
【００７２】
　この図９（Ａ）の例の固定辞書期間テーブルＴＢＬｘにおいては、テーブル番号に対し
て、辞書期間の期間長（以下、辞書期間幅という）ＷＤと、当該辞書期間幅ＷＤに対応す
る重複期間の期間長（以下、重複期間幅という）Ｗovとが、１対１に対応して設定されて
いる。この場合、辞書期間幅ＷＤが長くなるにつれて、重複期間幅Ｗovも徐徐に長くなる
ように選定されている。
【００７３】
　後述するように、この実施形態では、ユーザが固定長モードを選択したときには、この
固定辞書期間テーブルＴＢＬｘがユーザに呈示され、ユーザが、当該テーブルＴＢＬｘの
テーブル番号を選択指定するにより、対応する辞書時間幅ＷＤおよび重複期間幅Ｗovが選
択設定されることになる。
【００７４】
　そして、基準時刻データＲｔと、新たに取り込まれた顔画像の撮影時刻とから、選択設
定された辞書時間幅ＷＤおよび重複期間幅Ｗovを考慮して、新たに生成しようとする期間
辞書データについての期間の始点ＳＴと終点ＥＤとが計算されて、期間が特定され、その
特定された期間についての期間辞書データＴＤｉ，ｊが生成されて、顔識別用辞書データ
ベース１０に新規登録される。この新規登録の際に、後述するように、辞書時間幅ＷＤお
よび重複期間幅Ｗov、期間の始点ＳＴと終点ＥＤなどが、期間辞書データＴＤｉ，ｊに対
応して付随情報として記憶される。
【００７５】
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　また、この実施形態では、ユーザが、可変長モードを選択したときには、期間辞書デー
タの新規登録の際に、新たに取り込まれた顔画像を有していたときの個人の年齢の入力が
、ユーザに対して促され、例えば図９（Ｂ）に示すような可変辞書期間テーブルＴＢＬｖ
が用いられて、入力された年齢に応じた辞書期間幅ＷＤおよび重複期間幅Ｗovが設定され
る。
【００７６】
　そして、固定長モードの場合と同様にして、基準時刻データＲｔと、新たに取り込まれ
た顔画像の撮影時刻とから、選択設定された辞書時間幅ＷＤおよび重複期間幅Ｗovを考慮
して、新たに生成しようとする期間辞書データについての期間の始点ＳＴと終点ＥＤとが
計算されて、期間が特定され、その特定された期間についての期間辞書データＴＤｉ，ｊ
が生成されて、顔識別用辞書データベース１０に新規登録される。そして、固定長モード
の場合と同様にして、この新規登録の際に、後述するように、辞書時間幅ＷＤおよび重複
期間幅Ｗov、期間の始点ＳＴと終点ＥＤなどが、期間辞書データＴＤｉ，ｊに対応して付
随情報として記憶される。
【００７７】
　図９（Ａ）の固定辞書期間テーブルＴＢＬｘおよび図９（Ｂ）の可変辞書期間テーブル
ＴＢＬｖは、図８に示すように、辞書期間テーブルデータＴＢＬとして、顔識別用辞書デ
ータベース１０に格納されている。
【００７８】
　図１０は、この第１の実施形態における顔識別用辞書データベース１０の格納データの
フォーマットを説明するための図である。
【００７９】
　この第１の実施形態では、図１０に示すように、顔識別用辞書データベース１０全体に
ついて、前述した辞書期間テーブルデータＴＢＬと、期間モードの選択指定データおよび
選択された期間モードが固定長モードのときにはテーブル番号を含み、また、可変長モー
ドのときには、可変辞書期間テーブルへの参照ポインタを含むユーザ期間設定情報ファイ
ルＵＳとが格納される。
【００８０】
　そして、前述したように、各個人Ｐｉについての個人辞書データＤｉは、各期間１、期
間２、・・・に対応する複数個の期間辞書データＴＤｉ，１，ＴＤｉ，２，・・・からな
る。そして、各期間辞書データＴＤｉ，１，ＴＤｉ，２，・・・のそれぞれは、この実施
形態では、それぞれ対応する期間で取り込まれた顔画像の特徴データの平均値からなる顔
識別用辞書データＦＲＤｉ，１、ＦＲＤｉ，２・・・のそれぞれと、付随情報ＡＴＲｉ，
１、ＡＴＲｉ，２・・・のそれぞれとからなる。
【００８１】
　付随情報ＡＴＲｉ，１、ＡＴＲｉ，２、・・・、ＡＴＲｉ，ｎ、・・・のそれぞれは、
図１１に示すように、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎが対応する期間よりも前の期間であ
って、重複期間を共有する期間辞書データを指し示す前辞書ポインタと、当該期間辞書デ
ータＴＤｉ，ｎが対応する期間よりも後の期間であって、重複期間を共有する期間辞書デ
ータを指し示す後辞書ポインタと、辞書期間パラメータと、期間内全画像数と、期間情報
とを備える。
【００８２】
　前辞書ポインタおよび後辞書ポインタは、対応する重複期間を共有する他の期間辞書デ
ータが存在するときには、当該前の期間辞書データや後の期間辞書データを指し示す識別
データあるいはその記憶アドレス位置の情報とされ、また、対応する重複期間を共有する
他の期間辞書データが存在していないときには、それを意味する「ＮＵＬＬ」データとさ
れる。
【００８３】
　辞書期間パラメータは、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎに対応する辞書期間幅へのポイ
ンタと、重複期間幅へのポインタとからなる。辞書期間幅へのポインタおよび重複期間幅
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へのポインタは、固定長モードの場合には、固定辞書期間テーブルＴＢＬｘからユーザが
選択指定した辞書期間幅および重複期間幅のメモリアドレス（顔識別用辞書データベース
上でのアドレス）であり、可変長モードの場合には、当該期間辞書データの期間が対応す
る年齢に応じて可変辞書期間テーブルＴＢＬｖから選択された辞書期間幅および重複期間
幅のメモリアドレス（顔識別用辞書データベース上でのアドレス）である。
【００８４】
　期間内全画像数は、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎが対応する期間内において、過去に
取り込まれた顔画像数であり、この実施形態では、当該期間の前半の顔画像数と、当該期
間の後半の顔画像数とが別々に記憶されている。
【００８５】
　期間情報は、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎが対応する期間の先頭の時刻を示す始点デ
ータＳＴと、最後の時刻を示す終点データＥＤとからなる。なお、基準時刻についての説
明と同様に、この実施形態では、期間は、最小単位を日に定めているので、始点データＳ
Ｔおよび終点データＥＤは、それぞれ年月日を表すデータとされている。
【００８６】
　この図１１の付随情報は、主として、個人識別のために新たに個人の顔画像が取り込ま
れたときの辞書検索の際に利用される。
【００８７】
　以上のようにして期間辞書データＴＤｉ，ｎが生成される結果、固定長モードにおいて
は、図１２（Ａ）に示すようにして、また、可変長モードにおいては、図１２（Ｂ）に示
すようにして、時間の流れに従って、複数個の期間辞書データＴＤｉ，ｎが、一人の個人
に対して生成されることになる。
【００８８】
　固定長モードの場合を示す図１２（Ａ）は、「Ａさん」についての複数個の期間辞書デ
ータをＤＡ１，ＤＡ２，ＤＡ３，・・・として示したもので、固定長モードであるので、
期間辞書データＤＡ１，ＤＡ２，ＤＡ３，・・・のそれぞれの辞書期間の幅は、すべて、
ユーザにより固定辞書期間テーブルＴＢＬｘから選択された所定の辞書期間ＷＤｘとされ
る。そして、期間辞書データＤＡ１，ＤＡ２，ＤＡ３，・・・の間での重複期間の幅は、
すべて、辞書期間ＷＤｘに対応して選定される重複期間幅Ｗovxとされる。
【００８９】
　また、可変長モードの場合を示す図１２（Ｂ）においては、「Ａさん」についての、年
齢に応じた期間１における複数個の期間辞書データをＤＡ１１，ＤＡ１２，ＤＡ１３，・
・・として示し、年齢に応じた期間２における複数個の期間辞書データをＤＡ２１，ＤＡ
２２，ＤＡ２３，・・・として示し、年齢に応じた期間３における複数個の期間辞書デー
タをＤＡ３１，ＤＡ３２，ＤＡ３３，・・・として示したものである。例えば可変辞書期
間テーブルＴＢＬｖにおいて、期間１は年齢０～１歳の期間、期間２は１～３歳の期間、
期間３は２０～２４歳の期間とされる。
【００９０】
　したがって、各期間辞書データの辞書期間幅および重複期間幅は、期間１では、当該期
間１の年齢に応じた辞書期間幅ＷＤ１、重複期間幅Ｗov１とされ、期間２では、当該期間
２の年齢に応じた辞書期間幅ＷＤ２、重複期間幅Ｗov２とされ、期間３では、当該期間３
の年齢に応じた辞書期間幅ＷＤ３、重複期間幅Ｗov３とされている。この例の場合、図９
の可変辞書期間テーブルＴＢＬｖから明らかなように、ＷＤ１＜ＷＤ２＜ＷＤ３であり、
また、Ｗov１＜Ｗov２＜Ｗov３となっている。
【００９１】
　なお、図１２では、時間の流れに従って複数個の期間辞書データが、期間の隙間なく生
成されているが、実際には、個人の顔画像が識別のために取り込まれた期間に対応する期
間辞書データが生成され、個人について、すべての期間辞書データが生成されるわけでは
ない。
【００９２】
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　したがって、ある時点では、他の期間辞書データと重複期間を有することなく単独で存
在している期間辞書データもあるし、ある年齢に対しては一つの期間辞書データしか存在
しない状態もある。個人の顔画像が識別のために、異なる期間のものが多数取り込まれる
ことにより、期間辞書データが増加してゆく。そして、他の期間辞書データと重複期間を
共有する期間辞書データも増加してゆく。
【００９３】
　この実施形態の個人識別処理においては、画像データ入力インターフェース７を通じて
個人の顔画像データが識別のために取り込まれたときには、顔識別処理部１２は、当該取
り込まれた顔画像の撮影時刻を含む期間に対応する期間辞書データを、顔識別用辞書デー
タベース１０に蓄積されている複数個の個人辞書データから検索する。
【００９４】
　そして、顔識別処理部１２は、その検索の結果、取り込まれた顔画像の撮影時刻を含む
期間に対応する期間辞書データが１個以上、検出できたか否か判別し、その判別結果を出
力すると共に、１個以上検出したら、その対応する期間辞書データと、取り込まれた顔画
像から抽出された特徴データとを比較参照し、取り込まれた顔画像の特徴データと一致し
ていると判定することができる期間辞書データを探す。
【００９５】
　表示情報生成部１３は、顔識別処理部１２からの出力から、取り込まれた顔画像の撮影
時刻を含む期間に対応する期間辞書データが１個も検出できなかった旨の通知を受け取っ
たときには、図７に示すような、対応する期間辞書データが存在していないことをユーザ
に報知させるための期間辞書無し画面を表示させるようにする。
【００９６】
　この期間辞書無し画面には、図７に示すように、取り込んだ顔画像Ｆinの表示画像２１
と、当該取り込んだ顔画像Ｆinが誰の顔画像であるか、氏名を入力するように促すメッセ
ージ３０を表示する。ユーザは、このメッセージ３０中の氏名入力欄３１に、表示画像２
１として表示されている個人の氏名を入力するようにする。
【００９７】
　このユーザによる氏名の入力を受け付けると、表示情報生成部１３は、その入力された
氏名の情報を、辞書データ更新処理部１４に供給する。辞書データ更新処理部１４は、後
述するように、受け取った氏名を個人特定情報とする個人辞書データＤｉの期間辞書デー
タの新規生成処理を行なう。
【００９８】
　なお、顔識別処理部１２において、検索の結果、取り込まれた顔画像の撮影時刻を重複
期間に含む２個の期間辞書データが見つかったときには、両方の期間辞書データを特徴デ
ータとの照合に用いても良いが、この実施形態では、照合時間の短縮のため、顔識別処理
部１２は、次のようにして、一方の期間辞書データのみを選択して照合に用いるようにす
る。
【００９９】
　今、例えば、取り込まれた顔画像の撮影時刻を重複期間に含む２個の期間辞書データと
して、図１３に示すような２個の期間辞書データＤｎおよびＤｎ＋１とが検出されたとす
る。この図１３の下方において、時間軸バー上に○印で示すものは、過去の顔画像の撮影
時刻を示し、また、☆印で示すものは、今回、取り込まれた顔画像の撮影時刻である。こ
の図１３の例においては、辞書期間幅はＷＤであり、また、重複期間幅はＷovである。
【０１００】
　そして、この実施形態では、２個の期間辞書データＤｎおよびＤｎ＋１の辞書期間幅の
前半における顔画像の画像数をそれぞれＤｎ＿ａ、Ｄｎ＋１＿ａ、また、後半における顔
画像の画像数をそれぞれＤｎ＿ｂ、Ｄｎ＋１＿ｂとしたとき、顔識別処理部１２は、重複
期間を共有する期間辞書データＤｎの辞書期間幅の後半における顔画像の画像数Ｄｎ＿ｂ
と、期間辞書データＤｎ＋１の辞書期間幅の前半における顔画像の画像数Ｄｎ＋１＿ａと
を比較し、画像数が多い方の期間辞書データを、取り込まれた顔画像の特徴データとの照
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合に用いるようにする。
【０１０１】
　図１３の例であれば、Ｄｎ＿ｂ＝５であり、また、Ｄｎ＋１＿ａ＝３であるので、顔識
別処理部１２は、期間辞書データＤｎを取り込まれた顔画像の特徴データとの照合に用い
るように決定する。
【０１０２】
　そして、期間辞書データと取り込まれた顔画像の特徴データとの照合の結果、取り込ま
れた顔画像の特徴データと一致していると判定することができる期間辞書データが見つか
らなかったときには、ＣＰＵ１は、顔識別処理部１２からのその旨の通知に従って、表示
情報生成部１３を通じてディスプレイ９に、ユーザに、取り込まれた顔画像の個人の個人
名などの個人特定情報の入力を行なわせるためのメッセージを表示する。ＣＰＵ１は、そ
のメッセージに応じて入力される個人特定情報に対応して、当該顔画像の撮影時刻を含む
期間の期間辞書データを新規に作成するように辞書データ更新処理部１４に指示する。
【０１０３】
　この場合に、ユーザにより入力された個人特定情報が、顔識別用辞書データベース１０
には未だ存在していない新規の個人Ｐｉの個人特定情報であるときには、まず、辞書デー
タ更新処理部１４は、顔識別用辞書データベース１０に、当該新規の個人Ｐｉについての
個人辞書データＤｉのエリアを確保し、前記個人特定情報を個人識別データＩＤｉとして
格納すると共に、取り込まれた顔画像の撮影時刻を、期間辞書データの期間を定める基準
時点とするため、基準時刻データＲｔとして格納するようにする。
【０１０４】
　次に、辞書データ更新処理部１４は、顔識別用辞書データベース１０に辞書期間テーブ
ルデータＴＢＬと共に記憶されている、ユーザにより予め設定されたユーザ期間設定情報
ファイルＵＳの期間モードを参照し、辞書期間幅を定める。このとき、期間モードが可変
長モードである場合には、辞書データ更新処理部１４は、取り込まれた顔画像の撮影時刻
の時点における個人Ｐｉの年齢の入力をユーザに促すメッセージを生成してディスプレイ
９に表示させるように表示情報生成部１３に指示を出す。そして、そのメッセージに応じ
た年齢の入力を受けて、辞書データ更新処理部１４は、可変辞書期間テーブルＴＢＬｖか
ら、辞書期間幅を定める。
【０１０５】
　辞書期間幅が定まったら、辞書データ更新処理部１４は、基準時刻データＲｔとして記
憶した基準時点を始点とする期間を定めて、取り込まれた顔画像の特徴データを用いて、
期間辞書データを作成して、顔識別用辞書データベース１０に新規登録する。
【０１０６】
　また、ユーザにより入力された個人特定情報が、顔識別用辞書データベース１０に既に
存在している個人Ｐｉの個人特定情報であるときには、顔識別用辞書データベース１０に
は、既に、前記個人Ｐｉの個人辞書データＤｉは存在し、基準時刻データＲｔが記憶され
ている。したがって、この場合には、辞書データ更新処理部１４は、前述と同様にして、
ユーザにより予め設定されたユーザ期間設定情報ファイルＵＳの期間モードなどの設定情
報を参照し、必要な年齢情報の入力を受けて辞書期間幅および重複期間幅を定め、前記基
準時刻データＲｔを基にして、新たに作成する期間辞書データについての期間の始点およ
び終点を決定し、取り込まれた顔画像の特徴データを用いて、期間辞書データを作成して
、顔識別用辞書データベース１０に新規登録する。
【０１０７】
　このとき、取り込まれた顔画像の撮影時刻が、求められた辞書期間における重複期間内
であったときには、辞書データ更新処理部１４は、期間辞書データとしては、当該重複期
間を共有する２個の期間辞書データを生成して、当該２個の期間辞書データを新規登録す
るようにする。
【０１０８】
　次に、取り込まれた顔画像の特徴データと一致していると判定することができる期間辞
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書データが見つかったときには、顔識別処理部１２は、表示情報生成部１３に指示して、
その期間辞書データが属する個人辞書データの個人特定情報、つまりこの例では個人名を
、照合結果として表示出力させて、前述したようにユーザに確認させるようにする。その
確認結果として、照合結果が正しいと判定されたときには、顔識別処理部１２は、取り込
まれた顔画像の特徴データと一致していると判定された期間辞書データを、新たに取り込
んだ顔画像の特徴データを用いて更新するように、辞書データ更新処理部１４に指示する
ようにする。
【０１０９】
　辞書データ更新処理部１４は、この指示を受けて、取り込まれた顔画像の特徴データと
一致していると判定された期間辞書データの更新処理を実行する。
【０１１０】
　そして、辞書データ更新処理部１４は、さらに、取り込まれた顔画像の撮影時刻が更新
された期間辞書データの重複期間内であって、しかも、当該重複期間を共有する他の期間
辞書データが存在する場合、つまり、図１３を用いて説明したような方法で、一方の期間
辞書データが、取り込まれた顔画像の特徴データとの照合用として選定されたものである
場合には、残りの他方の期間辞書データも、撮影時刻がその重複期間内である取り込まれ
た顔画像の特徴データを用いて更新するようにする。
【０１１１】
　この第１の実施形態では、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｊの更新は、当該期間辞書デ
ータＴＤｉ，ｊが対応する期間について取り込まれた顔画像の特徴データの単純平均とさ
れている。
【０１１２】
　［第１の実施形態の個人識別装置における処理動作］
　次に、第１の実施形態の個人識別装置における処理動作を更に説明する。
【０１１３】
　　［辞書期間パラメータの設定］
　上述したように、この実施形態の個人識別装置においては、事前に、ユーザによる期間
モードなどの辞書期間パラメータの設定を受けるようにする。図１４は、この辞書期間パ
ラメータ設定処理の際の動作を説明するためのフローチャートである。この図１４のフロ
ーチャートの各ステップの処理は、ＣＰＵ１が、ＲＯＭ３のプログラムにしたがって、Ｒ
ＡＭ４をワークエリアとして用いて実行するものである。
【０１１４】
　ＣＰＵ１は、ユーザの辞書期間パラメータの設定スタート指示を受けて、図１４のフロ
ーチャートを開始し、まず、表示情報生成部１３、ディスプレイインターフェース６を制
御して、辞書期間を固定長の固定長モードとするか、あるいは可変長の可変長モードとす
るかの期間モードの選択設定を促すメッセージを含む期間モード選択画面を、ディスプレ
イ９に表示させるようにする（ステップＳ１０１）。
【０１１５】
　そして、ＣＰＵ１は、操作入力部８からの、ディスプレイ９の表示画面に表示された期
間モード選択画面を通じたユーザの期間モード選択入力を受け付け（ステップＳ１０２）
、期間モードとして固定長モードと可変長モードとのいずれが選択されたか判別する（ス
テップＳ１０３）。
【０１１６】
　このステップＳ１０３で、固定長モードが選択されたと判別したときには、ＣＰＵ１は
、顔識別用辞書データベース１０の辞書期間テーブルデータＴＢＬから固定辞書期間テー
ブルＴＢＬｘを読み出し、表示情報生成部１３およびディスプレイインターフェース６を
制御して、固定長の辞書期間はＷＤと、重複期間幅Ｗovとを、固定辞書期間テーブルのテ
ーブル番号により選択するようにすることを促すメッセージを含む期間設定画面を、ディ
スプレイ９に表示させるようにする（ステップＳ１０４）。
【０１１７】
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　そして、ＣＰＵ１は、操作入力部８からの、ディスプレイ９の表示画面に表示された期
間設定画面を通じたテーブル番号の選択入力を受け付け（ステップＳ１０５）、期間モー
ドが固定長モードであることと、選択されたテーブル番号とを、ユーザ期間設定情報ファ
イルＵＳに保存する（ステップＳ１０６）。そして、この辞書期間パラメータ設定の処理
ルーチンを終了する。
【０１１８】
　また、ステップＳ１０３で、可変長モードが選択されたと判別したときには、ＣＰＵ１
は、期間モードが可変長モードであることを、ユーザ期間設定情報ファイルＵＳに保存す
る（ステップＳ１０７）。そして、この辞書期間パラメータ設定の処理ルーチンを終了す
る。
【０１１９】
　なお、この実施形態では、固定長モードにおける辞書期間幅と重複期間幅とは、テーブ
ル番号により対として設定するようにしたが、固定長モードにおいて、辞書期間幅と、重
複期間幅とを、それぞれ別々に設定することができるようにしても良い。
【０１２０】
　また、この実施形態では、可変長モードにおいては、可変辞書期間テーブルＴＢＬｖは
一つしたので、テーブル選択は不要としたが、各年齢における辞書期間幅および重複期間
幅が異なる複数個の可変辞書期間テーブルを辞書期間テーブルデータＴＢＬに用意してお
き、その複数個の可変辞書期間テーブルの中から、ユーザが選択設定することができるよ
うに構成することもできる。
【０１２１】
　また、この実施形態では、期間モードは、顔識別用辞書データベース１０の全体につい
て設定するようにしたが、各個人Ｐｉの個人辞書データＤｉの最初の作成時に、上述の図
１４のフローチャートに示したユーザ設定をさせるように構成して、各個人Ｐｉ毎に期間
モードを設定することができるようにしても良い。
【０１２２】
　その場合における顔識別用辞書データベース１０の格納データのフォーマットは、図１
０に代わって、図１５に示すようなものとなり、ユーザ期間設定情報ファイルＵＳが、個
人識別データＩＤに対応して、個人辞書データＤｉ毎に設けられるものとなる。
【０１２３】
　　［顔識別処理および辞書データ生成更新処理］
　次に、上述の構成の個人識別装置における顔識別処理動作および辞書データ生成更新処
理動作について説明する。図１６～図２２は、顔識別処理動作およびこれに関連する期間
辞書データの検索処理動作、期間辞書データの新規登録並びに更新処理動作を説明するた
めのフローチャートである。この図１６～図２２を用いて説明する処理動作は、ＣＰＵ１
の制御の下に、画像データ入力インターフェース部７、顔識別用画像処理部１１、顔識別
処理部１２、表示情報生成部１３、辞書データ更新処理部１４の各部が実行するものであ
る。
【０１２４】
　なお、ＣＰＵ１が、ＲＯＭ３に格納されたソフトウエアプログラムに基づいてＲＡＭ４
をワークエリアとして用いて、上記各部の処理をソフトウエア処理として実行するように
構成して上記各部を省略しても良いことは、前述した通りである。
【０１２５】
　まず、ＣＰＵ１は、画像データ入力インターフェース７を通じて、顔画像を含む画像デ
ータおよびそれに付随するＥｘｉｆ（Ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｉｍａｇｅ　ｆｉｌｅ　ｆｏｒ
ｍａｔ）情報を含む情報を取り込み、顔識別用画像処理部１１に転送する（ステップＳ１
１１）。なお、顔画像の画像データに付随するＥｘｉｆ情報が存在しない場合には、ユー
ザに撮影時刻の入力を促して、撮影時刻を入力させることで、撮影時刻の情報を取得する
ようにするのは、前述した通りである。
【０１２６】
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　顔識別用画像処理部１１は、ＣＰＵ１からの制御開始指示に基づき、受け取った画像デ
ータから、前述したように、顔画像、目検出、検出した目の位置に基づく顔回転処理を行
ない、特徴点プロットしたデータから特徴ベクトルを生成するようにする（ステップＳ１
１２）。このとき、画像データに付随するＥｘｉｆ情報から撮影時刻の情報を抽出して保
持したり、ユーザにより入力された撮影時刻を保持したりするようにする。
【０１２７】
　そして、顔識別用画像処理部１１は、特徴ベクトルの生成に成功したときには、その旨
の情報と生成した特徴ベクトルを出力し、顔画像の画像データサイズが小さすぎたりして
特徴ベクトルの生成に失敗したときには、特徴ベクトルの生成を失敗した旨の情報を出力
する。
【０１２８】
　ＣＰＵ１は、顔識別用画像処理部１１からの情報により、取り込まれた顔画像の特徴ベ
クトルの生成に成功したか否かを判別する（ステップＳ１１３）。そして、顔識別用画像
処理部１１から顔画像の特徴ベクトルの生成に失敗した旨の情報が出力されていて、特徴
ベクトルの生成に失敗したと判別したときには、その情報を表示情報生成部１３に転送す
る。
【０１２９】
　表示情報生成部１３は、この顔画像の特徴ベクトルの生成に失敗した旨の情報を受け取
ると、図６に示した照合不能通知画面の表示情報を生成し、出力する。ＣＰＵ１は、この
照合不能通知画面の表示情報をディスプレイインターフェース６を通じてディスプレイ９
に送って、図６に示したように、取り込まれた顔画像を用いては照合が不能であり、かつ
、辞書に利用しない旨のメッセージ２９を表示する（ステップＳ１１４）。
【０１３０】
　また、ＣＰＵ１は、ステップＳ１１３で、顔識別用画像処理部１１から顔画像の特徴ベ
クトルの生成に成功した旨の情報と、生成された特徴ベクトルとが出力されていると判別
したときには、当該成功した旨の情報と、生成された特徴ベクトルと、撮影時刻の情報と
を、顔識別処理部１２に転送させるようにする。
【０１３１】
　顔識別処理部１２では、まず、受け取った撮影時刻を含む期間に対応する期間辞書デー
タを、顔識別用辞書データベース１０から検索し、検索の結果、１以上の期間辞書データ
が得られたかどうか判断し、その判断結果を出力すると共に、１以上の期間辞書データが
得られたときには、その期間辞書データを照合用期間辞書データとして照合用メモリにロ
ードしてセットするようにする（図１７のステップＳ１２１）。
【０１３２】
　ＣＰＵ１は、顔識別処理部１２からの出力を受けて、顔識別処理部１２での検索の結果
、照合用の期間辞書データが１個以上見つかったか否か判別し（ステップＳ１２２）、照
合用の期間辞書データが１個も見つからなかったと判別したときには、その旨の通知を表
示情報生成部１３に送る。表示情報生成部１３は、この通知を受けて、図７に示したよう
な、期間辞書無し画面の表示情報を生成し、出力する。ＣＰＵ１は、その表示情報をディ
スプレイインターフェース６を通じてディスプレイ９に送り、取り込んだ顔画像が誰の顔
画像であるか、氏名を入力するようにユーザに促すメッセージ３０を表示する（ステップ
Ｓ１２３）。
【０１３３】
　そして、ＣＰＵ１は、このメッセージ３０中の氏名入力欄３１へのユーザによる氏名の
入力を待ち（図１８のステップＳ１３５）、氏名の入力を受け付けたと判別したときには
、顔識別用辞書データベース１０に、当該入力された氏名の個人辞書データＤｉがあるか
否か判別する（ステップＳ１３６）。そして、入力された氏名の個人辞書データＤｉがあ
ると判別したときには、図１７のステップＳ１２８に飛んで、顔識別用辞書データベース
１０の更新ルーチンを実行するようにする。
【０１３４】
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　また、ステップＳ１３６で、入力された氏名の個人辞書データＤｉが、顔識別用辞書デ
ータベース１０に存在しないと判別したときには、ＣＰＵ１は、入力された氏名を個人特
定情報として、これに対応させた個人辞書データＤｉを、顔識別用辞書データベース１０
に保存して新規登録する（図１８のステップＳ１３３）。そして、この処理ルーチンを終
了する。
【０１３５】
　この顔識別用辞書データベース１０への個人辞書データＤｉの新規登録については後で
詳述する。なお、この顔識別用辞書データベース１０への個人辞書データＤｉの新規登録
は、後述する顔識別用辞書データベース１０の更新処理の一部の処理として実行するよう
にすることもできる。
【０１３６】
　また、ステップＳ１２２で、顔識別処理部１２からの出力に基づき、照合用の期間辞書
データが１個以上見つかったと判別したときには、ＣＰＵ１は、顔識別処理部１２に照合
開始指示を送る。これを受けた顔識別処理部１２では、顔識別用画像処理部１１から受け
取った取り込まれた顔画像の特徴ベクトルと、顔識別用辞書データベース１０から検索し
て照合用メモリにロードした期間辞書データＴＤｉ，ｎとを照合し、一致していると判断
できる期間辞書データＴＤｉ，ｎを探す。そして、顔識別処理部１２は、一致していると
判断できる期間辞書データＴＤｉ，ｎを検出できたときには、その旨の情報と、当該一致
したと判断した期間辞書データＴＤｉ，ｎに対応する個人特定情報、この例では、個人の
氏名の情報を出力し、一致していると判断できる期間辞書データＴＤｉ，ｎを検出できな
かったときには、その旨の情報を出力する（ステップＳ１２４）。
【０１３７】
　ＣＰＵ１は、顔識別処理部１２からの出力を受けて、一致していると判断できる顔識別
用辞書データＦＲＤｉが検出されたか否か判別し（ステップＳ１２５）、一致していると
判断できる期間辞書データＴＤｉ，ｎが検出されたと判別したときには、顔識別処理部１
２から受けた、一致しているとされた期間辞書データＴＤｉ，ｎに対応する個人特定情報
としての個人の氏名の情報を、顔識別ができた旨の情報と共に、表示情報生成部１３に転
送する。
【０１３８】
　表示情報生成部１３は、顔識別ができた旨の情報と、個人の氏名の情報を受け取ると、
図３に示したような、顔識別結果をユーザに確認させるための顔識別結果確認画面の表示
情報を生成し、出力する。ＣＰＵ１は、この顔識別結果確画面の表示情報を、ディスプレ
イインターフェース６を通じてディスプレイ９に送って、図３に示したような、顔識別結
果が正しいかどうかをユーザに問い合わせるメッセージ２２を表示する（ステップＳ１２
６）。
【０１３９】
　そして、ＣＰＵ１は、ユーザによる図３の画面を通じての確認操作入力を待ち、当該確
認操作入力が顔識別の照合結果が正解であるか否か判別する（ステップＳ１２７）。そし
て、ＣＰＵ１は、ユーザによる確認操作入力が、照合結果は「正解」であることを示すも
のであると判別したときには、顔識別用辞書データベース１０の更新ルーチンを実行する
ようにする（ステップＳ１２８）。そして、この処理ルーチンを終了する。ステップＳ１
２８における顔識別用辞書データベース１０の更新ルーチンの詳細については、後述する
。
【０１４０】
　また、ステップＳ１２７で、ユーザによる確認操作入力が、照合結果は「不正解」であ
ることを示すものであると判別したときには、そのことを示す情報を表示情報生成部１３
に送る。すると、表示情報生成部１３は、図４に示したような顔識別結果不正解画面の表
示情報を生成し、出力するので、ＣＰＵ１は、その表示情報をディスプレイインターフェ
ース６を通じてディスプレイ９に送り、図４に示した、取り込んだ顔画像が誰の顔画像で
あるか、氏名を入力するようにユーザに促すメッセージ２５を表示する（図１８のステッ
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プＳ１３４）。
【０１４１】
　そして、ＣＰＵ１は、このメッセージ２５中の氏名入力欄２６へのユーザによる氏名の
入力を待ち（ステップＳ１３５）、氏名の入力を受け付けたと判別したときには、顔識別
用辞書データベース１０に、当該入力された氏名の個人辞書データＤｉがあるか否か判別
する（ステップＳ１３６）。そして、入力された氏名の個人辞書データＤｉがあると判別
したときには、図１７のステップＳ１２８に飛んで、顔識別用辞書データベース１０の更
新ルーチンを実行するようにする。
【０１４２】
　また、ステップＳ１３６で、入力された氏名の個人辞書データＤｉが、顔識別用辞書デ
ータベース１０に存在しないと判別したときには、ＣＰＵ１は、入力された氏名を個人特
定情報として、これに対応させた個人辞書データＤｉを、顔識別用辞書データベース１０
に保存して新規登録する（ステップＳ１３３）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０１４３】
　次に、図１７のステップＳ１２５で、取り込んだ顔画像の特徴ベクトルと一致している
と判断できる期間辞書データＴＤｉ，ｎが検出されなかったと判別したときには、ＣＰＵ
１は、その旨の情報を表示情報生成部１３に送る。表示情報生成部１３は、一致している
と判断できる期間辞書データＴＤｉ，ｎが検出されなかった旨の情報を受け取ると、図５
に示したような、顔識別結果として「一致無し」をユーザに報知させるための顔識別結果
一致無し画面の表示情報を生成し、出力する。ＣＰＵ１は、その表示情報を、ディスプレ
イインターフェース６を通じてディスプレイ９に送り、図６に示した、取り込んだ顔画像
が誰の顔画像であるか、氏名を入力するようにユーザに促すメッセージ２７を表示する（
図１８のステップＳ１３１）。
【０１４４】
　そして、ＣＰＵ１は、このメッセージ２７中の氏名入力欄２８へのユーザによる氏名の
入力を待ち（ステップＳ１３２）、氏名の入力を受け付けたと判別したときには、入力さ
れた氏名を個人特定情報として、これに対応させた個人辞書データＤｉを、顔識別用辞書
データベース１０に保存して新規登録する（ステップＳ１３３）。そして、この処理ルー
チンを終了する。
【０１４５】
　［期間辞書データの検索処理］
　図１７におけるステップＳ１２１での、顔識別処理部１２で実行される期間辞書データ
の検索処理ルーチンの一例のフローチャートを、図１９に示す。
【０１４６】
　顔識別処理部１２は、まず、顔識別用辞書データベース１０から、最初の個人辞書デー
タＤｉの最初の期間辞書データを指定して取り出す（ステップＳ１４１）。次に、顔識別
処理部１２は、顔識別用辞書データベース１０からすべての期間辞書データを取り出した
か否か判別し（ステップＳ１４２）、すべてを取り出したので今回取り出すべき期間辞書
データはないと判別したときには、この処理ルーチンを終了する。
【０１４７】
　ステップＳ１４２で、未だ、顔識別用辞書データベース１０からすべての期間辞書デー
タは取り出してはおらず、期間辞書データを顔識別用辞書データベース１０から取り出し
たと判別したときには、取り出した期間辞書データが対応する期間を、対応する付随情報
から検出して、当該検出した期間と、個人識別を行なうべく今回取り込んだ顔画像の撮影
時刻との対応を調べる（ステップＳ１４３）。
【０１４８】
　そして、顔識別処理部１２は、取り込んだ顔画像の撮影時刻が、期間辞書データが対応
する期間内の時刻か否かを判別する（ステップＳ１４４）。このステップＳ１４４で、取
り込んだ顔画像の撮影時刻が、期間辞書データが対応する期間内ではないと判別したとき
には、顔識別処理部１２は、顔識別用辞書データベース１０の、参照が終了していない次
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の期間辞書データを指定し（ステップＳ１４８）、ステップＳ１４２に戻り、このステッ
プＳ１４２以降の処理を繰り返す。
【０１４９】
　また、ステップＳ１４４で、取り込んだ顔画像の撮影時刻が、期間辞書データが対応す
る期間内であると判別したときには、顔識別処理部１２は、取り込んだ顔画像の撮影時刻
は、期間辞書データが対応する期間の重複期間内であるか否か判別する（ステップＳ１４
５）。
【０１５０】
　ステップＳ１４５で、撮影時刻が重複期間内ではないと判別したときには、顔識別処理
部１２は、当該期間辞書データを照合用としてセットし（ステップＳ１４６）、照合用メ
モリに格納する（ステップＳ１４７）。そして、顔識別処理部１２は、顔識別用辞書デー
タベース１０の、参照が終了していない次の期間辞書データを指定し（ステップＳ１４８
）、その後、ステップＳ１４２に戻り、このステップＳ１４２以降の処理を繰り返す。
【０１５１】
　また、ステップＳ１４５で、撮影時刻が重複期間内であると判別したときには、顔識別
処理部１２は、重複期間を共有する期間辞書データが既に作成されて存在しているか否か
判別し（図２０のステップＳ１５１）、未だ作成されていないと判別したときには、当該
期間辞書データを照合用としてセットし（ステップＳ１４６）、照合用メモリに格納する
（ステップＳ１４７）。そして、顔識別処理部１２は、顔識別用辞書データベース１０の
、参照が終了していない次の期間辞書データを指定し（ステップＳ１４８）、その後、ス
テップＳ１４２に戻り、このステップＳ１４２以降の処理を繰り返す。
【０１５２】
　また、ステップＳ１５１で、重複期間を共有する期間辞書データが既に作成されて存在
していると判別したときには、顔識別処理部１２は、図１３を用いて説明したように、２
個の期間辞書データＤｎとＤｎ＋１とで、その重複期間を挟む、それぞれの１／２辞書期
間幅の期間での画像数Ｄｎ＿ｂと、画像数Ｄｎ＋１＿ａとを比較する（ステップＳ１５２
）。
【０１５３】
　顔識別処理部１２は、ステップＳ１５２での比較の結果、Ｄｎ＿ｂ＞Ｄｎ＋１＿ａであ
ると判別したときには、期間辞書データＤｎを照合用にセットし（ステップＳ１５４）、
Ｄｎ＿ｂ≦Ｄｎ＋１＿ａであると判別したときには、期間辞書データＤｎ＋１を照合用に
セットする（ステップＳ１５５）。そして、ステップＳ１５４およびステップＳ１５５の
後は、顔識別処理部１２は、照合用にセットした期間辞書データのみではなく、重複する
２個の期間辞書データを照合用メモリに格納しておく（ステップＳ１５６）。これは、後
で、期間辞書データを更新する際には、照合用にセットした期間辞書データのみではなく
、重複する２個の期間辞書データを更新する必要があるためである。
【０１５４】
　［新規登録］
　図１８のステップＳ１３３で、辞書データ更新処理部１４により実行される新規登録の
処理ルーチンの一例のフローチャートを図２１に示す。
【０１５５】
　辞書データ更新処理部１４は、まず、ユーザにより入力された個人特定情報が、顔識別
用辞書データベース１０には未だ存在していない新規の個人Ｐｉの個人特定情報であるか
否か判別し（ステップＳ１６１）、新規の個人Ｐｉの個人特定情報であると判別したとき
には、顔識別用辞書データベース１０に、当該新規の個人Ｐｉについての個人辞書データ
Ｄｉのエリアを確保し（ステップＳ１６２）、前記個人特定情報を個人識別データＩＤｉ
として格納すると共に、取り込まれた顔画像の撮影時刻を、期間辞書データの期間を定め
る基準時点とするため、基準時刻データＲｔとして格納するようにする（ステップＳ１６
３）。
【０１５６】
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　次に、辞書データ更新処理部１４は、ユーザ期間設定情報ファイルＵＳを読み込み（ス
テップＳ１６４）、期間モードは固定長モードか、可変長モードかを判別する（ステップ
Ｓ１６５）。
【０１５７】
　そして、ステップＳ１６５で期間モードは固定長モードであると判別したときには、辞
書データ更新処理部１４は、テーブル番号を参照して辞書期間幅および重複期間幅を決定
し、これら辞書期間幅および重複期間幅と基準時刻データＲｔとを用いて、新規に作成す
る期間辞書データＴＤｉ，１の辞書期間を設定する（ステップＳ１６６）。
【０１５８】
　続いて、辞書データ更新処理部１４は、取り込んだ顔画像から抽出した特徴データを用
いて期間辞書データＴＤｉ，１を作成し、個人辞書データＤｉの顔識別用辞書データＦＲ
Ｄｉ，１として格納する。そして、その付随情報ＡＴＲｉ，１をも作成し、格納する（ス
テップＳ１６７）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０１５９】
　また、ステップＳ１６５で、期間モードは可変長モードであると判別したときには、辞
書データ更新処理部１４は、表示情報生成部１３に、取り込まれた顔画像の撮影時刻の時
点における個人Ｐｉの年齢の入力をユーザに促すメッセージを生成してディスプレイ９に
表示させるように制御する（ステップＳ１６８）。
【０１６０】
　そして、そのメッセージに応じた年齢の入力を受けて（ステップＳ１６９）、辞書デー
タ更新処理部１４は、可変辞書期間テーブルＴＢＬｖから、辞書期間幅および重複期間幅
を定める。そして、基準時刻Ｒｔと、定めた辞書期間幅および重複期間幅とを用いて、新
規に作成する期間辞書データＴＤｉ，１の辞書期間を設定する（ステップＳ１７０）。
【０１６１】
　続いて、辞書データ更新処理部１４は、取り込んだ顔画像から抽出した特徴データを用
いて期間辞書データＴＤｉ，１を作成し、個人辞書データＤｉの顔識別用辞書データＦＲ
Ｄｉ，１として格納する。そして、その付随情報ＡＴＲｉ，１をも作成し、格納する（ス
テップＳ１６７）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０１６２】
　［更新登録］
　図１７のステップＳ１２８で、辞書データ更新処理部１４により実行される新規登録の
処理ルーチンの一例のフローチャートを図２２に示す。
【０１６３】
　辞書データ更新処理部１４は、まず、更新すべき期間辞書データＴＤｉ，ｎの付随情報
の期間情報および辞書期間パラメータを参照して、当該更新すべき期間辞書データＴＤｉ
，ｎの辞書期間および重複期間を検知する（ステップＳ１８１）。
【０１６４】
　次に、辞書データ更新処理部１４は、取り込まれた顔画像の撮影時刻は、検知された重
複期間内であるか否か判別し（ステップＳ１８２）、取り込まれた顔画像の撮影時刻は、
重複期間内ではないと判別したときには、更新対象の一つの既存の期間辞書データを更新
する。すなわち、取り込まれた顔画像の特徴データを、その前までの辞書データに加えて
平均することで、辞書データの更新を行なう（ステップＳ１８３）。そして、この処理ル
ーチンを終了する。
【０１６５】
　また、ステップＳ１８２で、取り込まれた顔画像の撮影時刻は、検知された重複期間内
であると判別したときには、辞書データ更新処理部１４は、重複期間を共有する２個の期
間辞書データは既に存在しているか否か判別する（ステップＳ１８４）。この判別は、前
述したように、この実施形態では、照合用メモリには、重複期間を共有する既存の期間辞
書データが記憶されているので、照合用メモリを参照して、そのような重複期間を共有す
る期間辞書データが存在しているかどうかを探索することでできる。
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【０１６６】
　ステップＳ１８４で、重複期間を共有する期間辞書データは、未だ存在していないと判
別したときには、辞書データ更新処理部１４は、重複期間を共有する既存の期間辞書デー
タは前述のようにして更新処理すると共に、重複期間を共有する他の期間辞書データを、
前述の新規登録と同様にして、新規に作成して新規登録する（ステップＳ１８５）。そし
て、この処理ルーチンを終了する。
【０１６７】
　また、ステップＳ１８４で、重複期間を共有する２個の期間辞書データは既に存在して
いると判別したときには、辞書データ更新処理部１４は、重複期間を共有する既存の２個
の期間辞書データを前述のようにして更新処理する（ステップＳ１８６）。そして、この
処理ルーチンを終了する。
【０１６８】
　［変形例］
　上述の実施形態の説明では、期間モードは、ユーザが設定するように説明したが、個人
識別装置を工場出荷する前に、メーカ側で設定しておくようにしてもよい。
【０１６９】
　また、期間辞書データが対応する辞書期間を定める基準は、上述の説明では、各個人Ｐ
ｉについて、最初に取り込んだ顔画像の撮影時刻としたが、これに限られるものではない
。例えば、各個人Ｐｉについての誕生日を入力してもらい、当該誕生日を基準に、辞書期
間を求めるようにしても良い。また、特定の年月日を基準時として、ユーザに入力しても
らうようにしても良い。
【０１７０】
　なお、以上説明した第１の実施形態は、この発明を顔識別処理装置に適用した場合であ
るが、顔識別に限らず、識別要素として声を用いる場合にも適用することができることは
言うまでもない。
【０１７１】
　［第２の実施形態］
　上述の第１の実施形態では、期間辞書データは、対応する期間で撮影された顔画像デー
タから抽出された特徴データを単純平均したものとした。しかし、各期間辞書データが対
応する期間内においても、個人の顔や声は、識別要素時間の経過により変化するものであ
るので、その時間の経過による個人の識別要素の変化を考慮して辞書データを更新するこ
とにより、より個人識別性能を向上させることができると考えられる。
【０１７２】
　この第２の実施形態では、このような観点から、顔画像から抽出した特徴データに、撮
影時刻に応じて重み付けし、その重み付けした特徴データを期間辞書データの更新するよ
うにする。
【０１７３】
　図２３は、この第２の実施形態の顔画像による個人識別装置の構成例を示すブロック図
である。この図２３で、図１に示した第１の実施形態の個人識別装置の構成例のブロック
図と同一部分は、同一番号を付して、その詳細な説明は省略する。この第２の実施形態に
おいても、各ブロックで示したものの一部は、ソフトウエア構成とすることもできるもの
である。
【０１７４】
　この第２の実施形態では、辞書データ更新処理部１４は、重み係数算出部１５と、辞書
データ生成・更新部１６とを備えている。その他は、ハードウエア構成としては、第１の
実施形態と同様に構成される。
【０１７５】
　この第２の実施形態では、顔識別用辞書データベース１０のデータフォーマットは、図
２４に示すように構成される。すなわち、各期間辞書データＤｉ，ｎとしては、顔識別用
辞書データＦＲＤｉ，ｎと、付随情報ＡＴＲｉ，ｎとに加えて、この第２の実施形態では
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、辞書データ生成用情報配列ＡＲｉ，ｎを備えるようにされる。
【０１７６】
　辞書データ生成用情報配列ＡＲｉ，ｎは、図２５に示すように、１個以上のｋ個（ｋ＝
１，２，・・・，Ｋ）の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋからなる。
【０１７７】
　辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋは、顔識別対象である一人の個人Ｐｉの期間辞
書データＴＤｉ，ｎが対応する期間において、異なる時点で取り込まれたｋ個（ｋ＝１～
Ｋ、最大Ｋ個）の顔画像についての情報からなるもので、この実施形態では、図２５に示
すように、時刻の情報Ｔｉ，ｎ，ｋと、取り込まれた顔画像の特徴データＶｉ，ｎ，ｋと
、取り込まれた顔画像の特徴データＶｉ，ｎ，ｋを用いて顔識別用辞書データを更新する
ために用いる、特徴データＶｉ，ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋとが、この辞書
データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋに含まれる。重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋについては、後で
詳述する。
【０１７８】
　この第２の実施形態では、一つの期間辞書データＴＤｉｎ当たりとして、最大Ｋ個、例
えば４０個の辞書データ生成用情報が、蓄積可能とされている。これは、辞書データベー
ス１０として使用する記憶容量を考慮したものである。そして、この実施形態では、辞書
データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとして蓄積されるデータは、常に最新のＮ個のデータ
を残すようにして、蓄積する辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋを更新するようにす
る。
【０１７９】
　この第２の実施形態では、各期間辞書データＴＤｉ，ｎの顔識別用辞書データＦＲＤｉ
，ｎは、後述するように、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎに対応付けられて顔識別用辞書
データベース１０に格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれの
特徴データ（特徴ベクトル）を、その特徴データについての重み係数によりそれぞれ重み
付けし、その重み付けしたものを用いて、後述のようにして生成する。
【０１８０】
　また、この第２の実施形態では、後述するように、重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋの算出方法（
設定方法）として、複数通りの算出方法が用意されており、ユーザが当該用意されている
複数の重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋの算出方法の中の一つを選択することができるようにされて
いる。そして、その選択された重み係数の算出方法を特定するための情報として、図２４
に示すように、重み係数パラメータ設定情報ＳＴが、顔識別用辞書データベース１０に記
憶されている。
【０１８１】
　なお、重み係数の算出方法は、識別する個人の個人辞書データＤｉ毎に選択設定するよ
うにしても良いが、この実施形態では、顔識別用辞書データベース１０全体として、一つ
の重み係数算出方法を選択設定するようにしている。
【０１８２】
　辞書データ更新処理部１４は、顔識別辞書データベース１０において、特定された個人
特定情報に対応する個人辞書データＤｉの期間辞書データＴＤｉ，ｎの更新の実行に際し
ては、この実施形態では、まず、前記期間辞書データＴＤｉ，ｎに含まれる辞書データ生
成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの数を参照し、その数が最大値であるＫ個よりも少ないときに
は、新たに取得した顔画像の特徴ベクトルＶinと、その撮像時刻情報とを、最新の辞書デ
ータ生成用情報として、期間辞書データＴＤｉ，ｎに追加記憶する。
【０１８３】
　また、辞書データ更新処理部１４は、顔識別辞書データベース１０において、更新対象
の個人特定情報に対応する期間辞書データＴＤｉ，ｎに含まれる辞書データ生成用情報Ｄ
ＰＩｉ，ｎ，ｋの数が、最大であるＫ個であるときには、そのときに辞書データ生成用情
報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ中で最古である辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，１を廃棄し、かつ、
各辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれの時間順位を順次下げて、
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　ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ→ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ－１
とする。
【０１８４】
　そして、新たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルＶinと、撮像時刻の情報とを、最新の
辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋの情報として記憶して、期間辞書データＴＤｉ，
ｎを更新する。この時点では、重み係数は算出されていないので、記憶されていた重み係
数は、元のままである。
【０１８５】
　重み係数は、上述のように更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎに含まれる撮像時刻の
情報が用いられて、少なくとも最新の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋについては
算出されて記憶される。その他の元々期間辞書データＴＤｉ，ｎとして記憶されていた辞
書データ生成用情報についての重み係数は、後述するように、選択される重み係数算出方
法に応じて更新される場合と、更新されずにそのまま用いられる場合とがある。
【０１８６】
　辞書データ更新処理部１４は、重み係数算出部１５に、重み係数パラメータ設定情報Ｓ
Ｔを渡して、後述するように、重み係数算出部１５で実行する重み係数算出の方法を指示
すると共に、重み係数算出部１５に、最新の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋの撮
像時刻情報Ｔｉ，ｎ，Ｋおよび必要な過去の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋを渡
して、重み係数の算出を指示する。
【０１８７】
　重み係数算出部１５は、この第２の実施形態では、顔識別処理部１３での識別結果に基
づいて個人特定情報が特定されたとき、当該個人特定情報に対応する期間辞書データＴＤ
ｉ，ｎの顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎを更新する際に使用する、特徴ベクトルについ
ての重み係数を、最新の撮像時刻情報および過去の撮像時刻情報を用いて算出する。
【０１８８】
　前述したように、この第２の実施形態の個人識別装置は、この重み係数の算出方法（設
定方法）として複数通り、この例では、４通りの算出方法を用意しており、ユーザの選択
により、当該４通りの重み係数算出方法のどの方法を用いるかが選択設定され、その選択
設定情報が顔識別用辞書データベース１０に格納される。
【０１８９】
　この実施形態においては、ユーザが操作入力部８を通じて、例えば設定メニューから、
「重み係数の設定方法の選択」を指示すると、図２６に示すような「重み係数の設定方法
選択画面」がディスプレイ９に表示される。
【０１９０】
　図２６に示すように、この実施形態では、重み係数算出方法（設定方法）としては、
（１）撮像順に線形的に重み係数を設定、
（２）撮像順に非線形的に重み係数を設定、
（３）撮像間隔に応じて重み係数を設定（区間）、
（４）撮像間隔に応じて重み係数を設定（前画像との時間差）、
の４通りが、選択設定できる重み係数算出方法候補の一覧として表示される。各算出方法
の詳細については後述する。
【０１９１】
　そして、図２６に示すように、この例では、各重み係数算出方法候補の先頭には、ユー
ザが選択設定するためのチェックマーク記入欄３０が設けられている。ユーザは、この図
２６の一覧表示画面において、自分が希望する重み係数算出方法候補の先頭に設けられる
チェック欄３２を、マウスなどのポインティングデバイスでクリックすることで、当該重
み係数算出方法候補を使用する重み係数算出方法として、選択設定することができる。図
２６の例では、「（１）撮像順に線形的に重み係数を設定」が選択されている状態を示し
ている。
【０１９２】
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　なお、この場合に、重み係数算出部１５は、選択される重み係数の算出方法によっては
、新たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての重み係数のみを算出する場合と、新
たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての重み係数のみならず、個人特定情報に対
応して記憶されている過去に取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての重み係数をも再
計算する場合とがある。
【０１９３】
　次に、この実施形態で用いる４種の重み係数算出方法のそれぞれについて、さらに説明
する。
【０１９４】
　［第１の例；撮像順に線形的に重み係数を設定（線形算出方法）］
　図２７は、撮像順に線形的に重み係数を算出（設定）する方法を説明するための図であ
る。この重み係数算出方法を、以下、線形算出方法と称することとする。
【０１９５】
　この線形算出方法が採用される場合には、新たに取り込まれた顔画像による識別に基づ
いて特定された個人特定情報に対応して記憶されている個人辞書データＤｉの特徴データ
についての重み係数は、最新の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎｅｗ（Ｎ個の辞書
データ生成用情報が記憶されているときには、ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎｅｗ＝ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋ
）の重み係数Ｗｉ，Ｎｅｗのみではなく、過去に取り込まれて保存されている辞書データ
生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１，２，・・・）の重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋのすべてが
、再計算されて更新される。
【０１９６】
　このため、この線形算出方法が採用される場合には、辞書データ更新処理部１４は、更
新されたすべての辞書データ生成用情報の撮像時刻の情報を、重み係数算出部１５に渡す
。
【０１９７】
　そして、この線形算出方法においては、重み係数算出部１５においては、この実施形態
では、まず、更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎのうちの最古の辞書データ生成用情報
の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１を基準にするために、更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎのそ
れぞれの辞書データ生成用情報の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１，２，・・・，Ｎｅｗ）
と、最古の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１との時間差ΔＴｉ（１＿ｋ）を算出する。
【０１９８】
　そして、重み係数算出部１５は、重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを、図１０に示すように、算出
された時間差ΔＴｉ（１＿ｎ）が大きいほど、線形的に大きくなるように、次の（式１）
により算出する。
【０１９９】
　すなわち、重み係数算出部１５は、
　Ｗｉ，ｎ，ｋ＝ｐ×ΔＴｉ（１＿ｋ）＋ｑ　　・・・（式１）
により、各特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを算出する。
【０２００】
　なお、図２７において、時間差ΔＴ（１＿１）＝０であり、このときの重み係数Ｗｉ，
ｎ，１は、予め定められた重み係数の最小値ｑになる。また、予め定められた重み係数の
最大値をｒとしたとき、最新の撮像時刻についての時間差ΔＴｉ（１＿Ｎｅｗ）のときの
重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗは、Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗ＝ｒとされる。
【０２０１】
　また、図２７の一次関数の直線の傾きｐは、
　ｐ＝（ｒ－ｑ）／（ΔＴｉ（１＿Ｎｅｗ）－ΔＴｉ（１＿１））
となり、更新された複数個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのうちの、最新の撮
像時刻と最古の撮像時刻との差（Ｔｉ，ｎ，Ｎｅｗ－Ｔｉ，ｎ，１）に応じたものとなり
、一定ではなく、新たなデータが取り込まれる毎に変わるものとなる。
【０２０２】
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　ここで、顔識別用辞書データベース１０において、個人特定情報に対応して記憶される
各期間辞書データＴＤｉ，ｎについてのＫ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１～
ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋが記憶されている場合には、時間差ΔＴｉ（１＿Ｎｅｗ）は、
　時間差ΔＴｉ（１＿Ｎｅｗ）＝ΔＴｉ（１＿Ｋ）＝Ｔｉ，ｎ，Ｋ－Ｔｉ，ｎ，１
である。しかし、顔識別用辞書データベース１０には、新たに追加したとしても、個人特
定情報に対応した辞書データ生成用情報が、Ｋ個未満しか記憶されていないときには、当
該Ｋ個未満の辞書データ生成用情報の最新のものの撮像時刻が最新の撮像時刻となり、そ
の撮像時刻と最古の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１との時間差が、最新の撮像時刻についての時間
差ΔＴｉ（１＿Ｎｅｗ）となる。
【０２０３】
　なお、上述の説明では、更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎのうちの最古の辞書デー
タ生成用情報の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１を基準に、各辞書データ生成用情報の撮像時刻Ｔｉ
，ｎ，ｋとの時間差ΔＴ（１＿ｋ）を算出し、その時間差ΔＴ（１＿ｋ）が大きいほど、
重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋが線形的に大きくなるように設定したが、時間差を取る基準は、最
新の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，Ｎｅｗとするようにしてもよい。
【０２０４】
　その場合には、時間差ΔＴ（Ｎｅｗ＿Ｎｅｗ）（＝０）のときに重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎ
ｅｗが最大値ｒとなり、時間差ΔＴ（Ｎｅｗ＿ｋ）が大きくなるほど線形的に小さくなり
、最古の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１との時間差ΔＴ（Ｎｅｗ＿１）のときに、その重み係数Ｗ
ｉ，ｎ，１が最小値ｑとなる。
【０２０５】
　［第２の例；撮像順に非線形的に重み係数を設定（非線形算出方法）］
　図２８は、撮像順に非線形的に重み係数を算出（設定）する方法を説明するための図で
ある。この重み係数算出方法を、以下、非線形算出方法と称することとする。
【０２０６】
　この非線形算出方法が採用される場合にも、新たに取り込まれた顔画像による識別に基
づいて特定された個人特定情報に対応して記憶されている期間辞書データＴＤｉ，ｎの特
徴データについての重み係数は、最新の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎｅｗ（Ｋ
個の辞書データ生成用情報が記憶されているときには、ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎｅｗ＝ＤＰＩｉ
，ｎ，Ｋ）の重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗのみではなく、過去に取り込まれて保存されてい
る辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１，２，・・・）の重み係数Ｗｉ，ｎ，
ｋのすべてが、再計算されて更新される。
【０２０７】
　このため、この非線形算出方法が採用される場合にも、辞書データ更新処理部１４は、
更新されたすべての辞書データ生成用情報の撮像時刻の情報を、重み係数算出部１５に渡
す。
【０２０８】
　この非線形算出方法においても、重み係数算出部１５においては、この実施形態では、
まず、更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎのうちの最古の辞書データ生成用情報の撮像
時刻Ｔｉ，ｎ，１を基準にするために、更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎのそれぞれ
の辞書データ生成用情報の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１，２，・・・，Ｎｅｗ）と、最
古の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１との時間差ΔＴｉ（１＿ｎ）を算出する。
【０２０９】
　そして、重み係数算出部１５は、重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを、図２８に示すように、算出
された時間差ΔＴｉ（１＿ｋ）が大きいほど、非線形的に大きくなるように、次の（式２
）により算出する。
【０２１０】
　すなわち、
　　時間差ΔＴｉ（１＿ｋ）＜ΔＴθのとき、
　　Ｗｉ，ｎ，ｋ＝ｆ（ΔＴｉ（１＿ｋ））＋ｑ
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　　時間差ΔＴｉ（１＿ｋ）≧ΔＴθのとき、
　　Ｗｉ，ｎ，ｋ＝ｒ
　　　　　　　・・・（式２）
により、各特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを算出する。
【０２１１】
　（式２）におけるｆ（ΔＴｉ（１＿ｋ））は、時間差ΔＴｉ（１＿ｋ）を変数とする非
線形関数であり、種々様々の非線形変化パターンの曲線関数を用いることができる。図２
８の例では、過去の顔画像の特徴ベクトルの重み係数を小さくして、顔識別用辞書データ
に対するその影響を抑え、最近の顔画像の特徴ベクトルほど重み係数を大きくして、顔識
別用辞書データに対するその影響を強くするようにしてする曲線関数を用いている。
【０２１２】
　そして、図２８および（式２）から分かるように、この実施形態の非線形算出方法にお
いては、最新の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，Ｎｅｗに対応する時間差ΔＴ（ｉ＿Ｎｅｗ）から所定
の閾値時間差ΔＴθ分だけ小さい時間差区間ＰＴを優先区間として、この優先区間ＰＴ内
に含まれる時間差ΔＴ（１＿ｋ）に対する重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋは最大値ｒに設定する。
つまり、最近の顔画像の特徴ベクトルは最大重み係数として、顔識別辞書データに対する
影響をより強くするようにする。
【０２１３】
　そして、この実施形態では、閾値時間差ΔＴθは、ユーザが調整設定することが可能と
されている。すなわち、この実施形態では、図２６に示した重み係数設定方法の選択設定
画面において、２番目の「撮像順に非線形的に設定」がユーザにより選択されている場合
において、個人特定情報が特定されて、対応する期間辞書データＴＤｉ，ｎの更新を行な
うとＣＰＵ１が決定したとき、当該ＣＰＵ１の制御にしたがって表示情報生成部１３は、
図１２に示す「優先区間ＰＴ調整」の画面を生成してディスプレイ９に表示する。
【０２１４】
　この「優先区間ＰＴ調整」の画面には、図２９に示すように、更新対象となっている期
間辞書データＴＤｉ，ｎとして記憶されている更新後の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，
ｎ，ｋのそれぞれに含まれる撮像時刻の配列を、撮像時刻配列欄３３に表示すると共に、
その撮像時刻配列に対応して調整することが可能なように、優先区間ＰＴ調整欄３４が設
けられている。
【０２１５】
　撮像時刻配列欄３３は、横方向を時間方向としており、それぞれ撮像時刻を縦線３３ａ
で示している。また、優先区間ＰＴ調整欄３４は、前述した最古撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１と
の時間差ΔＴ（１＿ｋ）を、撮像時刻配列欄３３に対応して横方向を時間差方向として横
バー表示したものである。そして、優先区間ＰＴ調整欄３４においては、ユーザは、調整
点マーク３５の位置を、横方向（時間差方向）に移動させることにより、優先区間ＰＴ、
したがって、閾値時間差ΔＴθを設定することができるようにされている。
【０２１６】
　なお、優先区間ＰＴはゼロとして、設けなくても勿論良い。
【０２１７】
　なお、この非線形算出方法においても、上述した線形算出方法と同様に、更新された期
間辞書データＴＤｉ，ｎのうちの最古の辞書データ生成用情報の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１を
基準にする代わりに、最新の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，Ｎｅｗを基準として時間差を算出するよ
うにしてもよい。
【０２１８】
　その場合には、重み係数の設定特性曲線は、最新の時間差と最古の時間差との中心の時
間差の位置を対称軸線位置として、図２８に示した特性曲線を、最新の時間差と最古の時
間差との位置が反転するように、線対称に反転したものと等しいものとなる。
【０２１９】
　また、上述の説明では、優先区間ＰＴの設定は、個人特定情報が特定されて重み係数の
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算出がなされる前に行なうようにしたが、図２６に示した重み係数設定方法の選択設定画
面において、２番目の「撮像順に非線形的に設定」がユーザにより選択されたときに、当
該優先区間ＰＴの大きさをユーザが設定するようにすることができるようにしてもよい。
その場合には、ユーザは、重み係数を更新するたびに、優先区間ＰＴの再設定をする必要
はない。
【０２２０】
　なお、上述した第１の例の線形算出方法においても、時間差ΔＴ（１＿ｋ）が、所定の
大きさの時間差ΔＴθ以上となったときに、対応する重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋの値を最大値
であるｒとする優先区間ＰＴを設けるようにしてもよい。
【０２２１】
　［第３の例；撮像間隔に応じて重み係数を設定（区間）］
　通常、撮像間隔が近い（撮像時刻が近い）場合には、それらの撮像時刻で取り込まれた
個人の顔の変化はあまりなく、それらの特徴ベクトルはほぼ変化がないと考えられる。一
方、撮像間隔が離れている場合には、個人の顔が変化している可能性があり、それらの特
徴ベクトルの変化があると考えられる。
【０２２２】
　この第３の例においては、このことにかんがみ、撮像間隔を元に重み係数を設定するも
ので、撮像間隔が短い場合には、１つの顔画像による顔識別用辞書データへの影響を低く
するため重み係数は小さい値に設定し、撮像間隔が長い場合には、１つの顔画像による顔
識別用辞書データへの影響を高くするために重み係数は大きい値に設定する。
【０２２３】
　撮像間隔が短いか長いかを判定する方法としては、種々考えられるが、この第３の例の
場合の重み係数算出方法においては、最古および最新の撮像時刻を含む期間を複数の区間
に分割し、各分割区間における顔画像データの取り込み回数（撮像時刻の取り込み回数）
を算出し、取り込み回数が少なければ撮像間隔が長いと判定し、取り込み間隔が多ければ
撮像間隔が短いと判定し、その判定結果に応じて、各分割区間に含まれる撮像時刻に対応
する重み係数を設定する。
【０２２４】
　この第３の例が採用される場合にも、新たに取り込まれた顔画像による識別に基づいて
特定された個人特定情報に対応して記憶されている期間辞書データＴＤｉ，ｎの特徴デー
タについての重み係数は、最新の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎｅｗ（Ｋ個の辞
書データ生成用情報が記憶されているときには、ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎｅｗ＝ＤＰＩｉ，ｎ，
Ｋ）の重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗのみではなく、過去に取り込まれて保存されている辞書
データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１，２，・・・）の重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋのす
べてが、再計算されて更新される。
【０２２５】
　したがって、この第３の算出方法が採用される場合にも、辞書データ更新処理部１４は
、更新されたすべての辞書データ生成用情報の撮像時刻の情報を、重み係数算出部１５に
渡す。重み係数算出部１５は、それらの撮像時刻の情報を用いて、それぞれ対応する重み
係数を算出するようにする。
【０２２６】
　図３０は、この第３の例の場合の重み係数算出方法を説明するための図である。図３０
（Ａ）は、横方向に時間を取ったときの撮像時刻の分布を示す図で、丸印のそれぞれが撮
像時刻を示している。また、図３０（Ｂ）は、分割区間毎の重み係数の例を示している。
【０２２７】
　すなわち、この第３の例においては、更新後の辞書データ生成用情報の最古の撮像時刻
Ｔｉ，ｎ，１を基準として、予め定められた所定時間長ｔ毎に、分割区間を設定する。図
３０（Ｂ）に示し例では、４つの分割区間ＤＶ１，ＤＶ２，ＤＶ３，ＤＶ４が設定される
。
【０２２８】



(29) JP 2008-165314 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

　次に、各分割区間ＤＶ１，ＤＶ２，ＤＶ３，ＤＶ４に含まれる撮像時刻の数を計数する
。そして、その計数結果の値が小さいほど大きい重み係数となるように、各分割区間ＤＶ
１，ＤＶ２，ＤＶ３，ＤＶ４についての重み係数を決定する。
【０２２９】
　この場合に、各分割区間ＤＶ１，ＤＶ２，ＤＶ３，ＤＶ４に含まれる撮像時刻の数に対
応する重み係数の決定に当たっては、撮像時刻の数に線形的に重み係数を割り当てる方法
、撮像時刻の数に非線形に重み係数を割り当てる方法など、種々の方法を用いることがで
きる。
【０２３０】
　そして、各辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの撮像時刻Ｔｉ，ｎ，ｋが、いずれ
の分割区間に含まれるかを判定し、その判定結果の分割区間に設定されている重み係数を
、当該撮像時刻Ｔｉ，ｎ，ｋに対応する重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋとして算出する。
【０２３１】
　なお、予め定められた所定時間長ｔは、固定的に定めても良いが、前述した優先区間Ｐ
Ｔの調整設定と同様にして、ユーザが調整設定することができるようにしてもよい。
【０２３２】
　また、上述の例のように、最古の撮像時刻を基準にして、一定の区間長毎に分割区間を
区切るのではなく、最古の撮像時刻から最新の撮像時刻までの時間区間を、所定数に分割
するようにして分割区間を設定するようにしても良い。そのように分割区間を設定する場
合に、最古の撮像時刻よりもマージン時間だけ前の時刻から、最新の撮像時刻よりもマー
ジン時間だけ後の時刻までの区間を、所定数に分割するようにしてもよい。
【０２３３】
　［第４の例；撮像間隔に応じて重み係数を設定（前画像との時間差）］
　この第４の例の重み係数算出方法は、前述の第３の例と同様に撮像間隔に応じて重み係
数を算出する方法であって、撮像間隔が短いか長いかを判定する方法として、最新の撮像
時刻Ｔｉ，ｎ，Ｎｅｗとその一つ前の撮像時刻との時間差を用いるものである。
【０２３４】
　すなわち、この第４の例の重み係数算出方法が採用されている場合においては、新たに
取り込まれた顔画像による識別に基づいて特定された個人特定情報に対応して記憶されて
いる期間辞書データＴＤｉ，ｎが、上述したように更新されたら、辞書データ更新処理部
１４は、新たに取り込まれた顔画像についての最新の撮像時刻と、その一つ前の撮像時刻
とを重み係数算出部１５に渡す。
【０２３５】
　重み係数算出部１５は、受け取った２つの撮像時刻の情報から、最新の撮像時刻Ｔｉ，
ｎ，Ｎｅｗと、その一つ前の撮像時刻との時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）を算出
する。そして、算出した時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）に対応する重み係数Ｗｉ
，ｎ，Ｎｅｗを算出する。
【０２３６】
　この第４の例の重み係数算出方法の場合には、最新の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，Ｎｅｗに対応
する重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗのみを算出すればよく、その他の過去の撮像時刻に対応す
る重み係数は、辞書データ生成用情報として記憶されている重み係数をそのまま用いるこ
とができ、それらの更新をする必要はない。
【０２３７】
　この第４の例において、算出した時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）に対応する重
み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗの算出方法としては、線形的に求める方法、非線形的に求める方
法のいずれも用いることができる。
【０２３８】
　図３１に、この第４の例において、算出した時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）に
対応する重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗの算出方法としては、線形的に求める方法を採用した
場合の例を示す。
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【０２３９】
　すなわち、この図３１に示す例においては、重み係数算出部１５は、
　時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）＜ＭＡＸ＿ＩＮＴのときには、
　Ｗｉ，ｎ，ｋ＝ｐ×ΔＴｉ（１＿ｋ）＋ｑ
　時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）≧ＭＡＸ＿ＩＮＴのときには、
　Ｗｉ，ｎ，ｋ＝ｒ
　　　　・・・（式３）
により、新たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗ（
期間辞書データＴＤｉ，ｎとして、Ｋ個以上の辞書データ生成用情報が格納されている場
合には、Ｗｉ，ｎ，Ｎｅｗ＝Ｗｉ，ｎ，Ｋ）を算出する。
【０２４０】
　ここで、閾値ＭＡＸ＿ＩＮＴは、前に取り込んだ顔画像と新たに取り込んだ顔画像との
間に変化があると考えられるような、比較的長い時間間隔に相当するものであり、この閾
値ＭＡＸ＿ＩＮＴよりも、算出した時間差ΔＴ（（Ｎｅｗ－１）＿Ｎｅｗ）が大きければ
、その重み係数を最大にして、顔識別用辞書データに強い影響を与えるようにするもので
ある。この例では閾値ＭＡＸ＿ＩＮＴは、例えば２４時間とする。
【０２４１】
　［顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新］
　以上のようにして、重み係数算出部１５において、更新された辞書データ生成用情報Ｄ
ＰＩｉ，ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋの更新が終了すると、辞書データ更新処
理部１４は、その算出した重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを、顔識別用辞書データベース１０の個
人特定情報に対応する期間辞書データＴＤｉ，ｎの各辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ
，ｋの更新された重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋとして保存すると共に、辞書データ生成・更新部
１６に渡し、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成または更新を実行させるようにする
。
【０２４２】
　辞書データ生成・更新部１６は、特定された個人特定情報に対応する期間辞書データＴ
Ｄｉ，ｎの顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新を、図３２の（式４）に示す算出式に
より実行する。すなわち、辞書データ生成・更新部１６は、最大Ｋ個の辞書データ生成用
情報ＤＰＩｉ，１～ＤＰＩｉ，Ｋのそれぞれに含まれる特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋと、対
応する重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋとを掛け算した結果の総和を、Ｋ個の重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋ
の総和で除算したものとして、更新した顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎを得るようにす
る。
【０２４３】
　この顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎ（特徴ベクトルに対応）は、従来は、図３２の（
式５）に示すように、Ｎ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１～ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋ
に含まれる特徴ベクトルの総和を、個数Ｋで除算した単純平均により求めていたものに比
べて、Ｎ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１～ＤＰＩｉ，ｎ，Ｎの重み係数Ｗｉ
，ｎ，ｋを用いた値となり、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの精度が向上する。
【０２４４】
　そして、この実施形態においては、有限個であるＫ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ
，ｎ，１～ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋとして、常に、最新のものが顔識別用辞書データベース１０
に残るようにしているので、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎは、より高精度のものに更
新されることとなる。
【０２４５】
　なお、顔識別用辞書データベース１０に、期間辞書データＴＤｉ，ｎとして辞書データ
生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋが、Ｋ個以下しか存在しないときには、辞書データ更新処理
部１４は、新たに取り込んだ顔画像についての特徴ベクトル、取得時刻情報、重み係数Ｗ
ｎｅｗを、最新の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとして顔識別用辞書データベー
ス１０に追加格納して更新し、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成または更新処理を
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実行する。
【０２４６】
　その場合における顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成の際には、辞書データ生成・
更新部１６は、前記（式４）におけるＫの代わりに、顔識別用辞書データベース１０に当
該期間辞書データＴＤｉ，ｎとして格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，
ｋの個数を用いて、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成または更新処理を実行する。
【０２４７】
　そして、顔識別用辞書データベース１０に、期間辞書データＴＤｉ，ｎとして辞書デー
タ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋが、Ｋ個格納されたときから、辞書データ更新処理部１４
は、上述したように、最古の辞書データ生成用情報を廃棄すると共に、新たに取り込んだ
顔画像の特徴データ、撮像時刻情報、重み係数の情報からなるデータを、最新の辞書デー
タ生成用情報として記憶するようにすることで、期間辞書データＴＤｉ，ｎを構成する辞
書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋを更新し、当該更新された辞書データ生成用情報Ｄ
ＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれの重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを用いた顔識別用辞書データＦＲＤｉ
，ｎの更新をするようにする。
【０２４８】
　なお、以上説明した図２３のブロック構成において、顔識別用画像処理部１１、顔識別
処理部１２、表示情報生成部１３、重み係数算出部１５および辞書データ生成・更新部１
６を含む辞書データ更新処理部１４の各部は、ハードウエアの構成としてもよいし、ＣＰ
Ｕ１が、ＲＯＭ３に格納されたソフトウエアプログラムに基づいて、ＲＡＭ４をワークエ
リアとして用いてソフトウエア処理を実行するソフトウエア機能部として構成しても良い
。
【０２４９】
　また、上述の構成では、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとしては、特徴ベクト
ルと、時刻情報と、総合スコアと、重み係数を少なくとも含むものとしたが、重み係数は
、保存せずに、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新時に、取り込んだ最新の撮像時刻
と、保存した過去の撮像時刻から算出するようにしてもよい。ただし、第４の例の重み係
数算出方法を採用する場合には、過去に算出された重み係数は更新されないので、重み係
数をも保存しておいた方がよい。
【０２５０】
　また、特徴ベクトルの代わりに、取り込んだ顔画像の情報を保存しておき、その保存し
た顔画像の情報から特徴ベクトルを抽出し直すようにしてもよい。その場合に、辞書デー
タ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋには、少なくとも顔画像の情報と、撮像時刻の情報とを含
むようにすれば良い。
【０２５１】
　［第２の実施形態の個人識別装置における処理動作］
　次に、上述の構成の第２の実施形態の個人識別装置における顔識別用辞書データベース
の更新処理動作および重み係数算出動作について説明する。
【０２５２】
　［顔識別用辞書データベースの更新処理］
　図３３は、この第２の実施形態における顔識別用辞書データベース１０の個人辞書デー
タＤｉ中の期間辞書データＴＤｉ，ｎの更新処理の一例のフローチャートである。この図
３３の各処理ステップは、この実施形態では、重み係数算出部１５と、辞書データ生成・
更新部１６とを備える辞書データ更新処理部１４が、ＣＰＵ１の制御にしたがって実行す
るものである。なお、ＣＰＵ１が、ＲＯＭ３に格納されたソフトウエアプログラムに基づ
いてＲＡＭ４をワークエリアとして用いて、上記各部の処理をソフトウエア処理として実
行するように構成して、上記各部を省略しても良いことは、前述した通りである。
【０２５３】
　なお、以下の説明は、簡単のため、期間辞書データＴＤｉ，ｎの辞書データ生成用情報
ＤＰＩｉ，ｎ，ｋは、Ｋ個が格納された後における処理とした場合である。
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【０２５４】
　まず、辞書データ更新処理部１４は、特定された個人特定情報に対応する期間辞書デー
タＴＤｉ，ｎの辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのすべてを読み出し、その最古の
撮像時刻の情報ＤＰＩｉ，ｎ，１を廃棄して、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの
配列を、一つずつ撮像時刻が古い方に順次ずらす。そして、新規に取り込んだ特徴ベクト
ル、撮像時刻の情報を、最新の情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋとして、顔識別用辞書データベース
１０に再格納する（ステップＳ２０１）。
【０２５５】
　次に、辞書データ更新処理部１４は、顔識別用辞書データベース１０の重み係数パラメ
ータ設定情報ＳＴを読み出して、それを重み係数算出部１５に渡し、いずれの重み係数算
出方法が採用されているかを重み係数算出部１５に知らせる（ステップＳ２０２）。
【０２５６】
　この重み係数パラメータ設定情報ＳＴを受けた重み係数算出部１５は、まず、ユーザに
選択された重み係数算出方法が、前述した第４の例である「撮像間隔に応じて重み係数設
定（前画像との時間差）」であるか否か判別する（ステップＳ２０３）。
【０２５７】
　このステップＳ２０３で、ユーザにより選択された重み係数算出方法が、前述の第４の
例ではないと判別したときには、重み係数算出部１５は、更新された期間辞書データＴＤ
ｉ，ｎの辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのすべての撮像時刻情報Ｔｉ，ｎ，ｋ（
ｋ＝１～Ｋ）を取得して、すべての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１～Ｋ）を再計算して更
新する（ステップＳ２０４）。
【０２５８】
　そして、このステップＳ２０４の次においては、辞書データ生成・更新部１６が、ステ
ップＳ２０４で生成された重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１～Ｋ）を取得し、当該取得した
重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１～Ｋ）により、対応する特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋのそれ
ぞれを重み付けし、そして、前述した図３２の（式４）を用いて、顔識別用辞書データＦ
ＲＤｉ，ｎを生成または更新し、当該生成または更新した顔識別用辞書データＦＲＤｉ，
ｎを、顔識別用辞書データベース１０に、前記個人特定情報に対応した顔識別用辞書デー
タＦＲＤｉ，ｎとして書き戻すようにする（ステップＳ２０６）。
【０２５９】
　また、ステップＳ２０３で、ユーザにより選択された重み係数算出方法が、前述の第４
の例であると判別したときには、重み係数算出部１５は、更新された個人辞書データＤｉ
の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのうちの、最新の撮像時刻情報Ｔｉ，ｎ，Ｋと
、その一つ前の撮像時刻情報Ｔｉ，ｎ，（Ｋ―１）とを取得して、最新の特徴ベクトルＶ
ｉ，ｎ，Ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｋを算出する（ステップＳ２０５）。
【０２６０】
　このステップＳ２０５の次においては、辞書データ生成・更新部１６が、ステップＳ２
０４で生成された重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｋを取得すると共に、過去のすべての辞書データ生
成用情報の重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１～（Ｋ―１））を取得して、それらを用いて対
応する特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋのそれぞれを重み付けし、そして、前述した図３２の（
式４）を用いて、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎを生成または更新し、当該生成または
更新した顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎを、顔識別用辞書データベース１０に、前記個
人特定情報に対応した顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎとして書き戻すようにする（ステ
ップＳ２０６）。
【０２６１】
　なお、期間辞書データＴＤｉ，ｎの新規登録の際には、重み係数を算出し、それを、辞
書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの一部として記憶する点が異なるのみで、第１の実
施形態の場合と同様であるので、その詳細な説明は省略する。
【０２６２】
　［重み係数の再計算］
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　次に、図３３のステップＳ２０４およびステップＳ２０５として示した重み係数の算出
処理について、図３４およびその続きである図３５を参照して説明する。なお、図３３で
は、すべての特徴ベクトルについての重み係数を再計算するか、新規の撮像時刻に取り込
んだ特徴ベクトルについてのみについての重み係数を算出するかという観点から、処理手
順を記述したが、図３４および図３５では、重み係数パラメータ設定情報ＳＴが何である
かを、順次に判定して処理を実行するようにした場合としての例を示すものである。
【０２６３】
　なお、以下の説明は、簡単のため、期間辞書データＴＤｉ，ｎの辞書データ生成用情報
ＤＰＩｉ，ｎ，ｋは、Ｋ個が格納された後における処理とした場合である。
【０２６４】
　すなわち、図３４に示すように、重み係数算出部１５は、まず、ユーザにより選択され
た重み係数算出方法が、撮像順にしたがって重み係数を算出する方法であるか否かを判別
する（ステップＳ３０１）。
【０２６５】
　ステップＳ３０１で、撮像順にしたがって重み係数を算出する方法であると判別したと
きには、重み係数算出部１５は、更新された期間辞書データＴＤｉ，ｎの辞書データ生成
用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのすべての撮像時刻情報Ｔｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１～Ｋ）を取得して
、最古の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，１と、それぞれの撮像時刻Ｔｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝１～Ｋ）との
時間差ΔＴｉ（１＿ｋ）（ｋ＝１～Ｋ）を算出する（ステップＳ３０２）。
【０２６６】
　そして、重み係数算出部１５は、撮像順の重み係数設定方法は、線形的に設定する方法
であるか否か判別し（ステップＳ３０３）、線形的に設定する方法であると判別したとき
には、線形算出方法として前述したように、前記（式１）により、各特徴ベクトルＶｉ，
ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを算出し、算出した重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを辞書
データ生成・更新部１６に渡すようにする（ステップＳ３０４）。そして、この処理ルー
チンを終了する。
【０２６７】
　また、ステップＳ３０３で、撮像順の重み係数設定方法は、非線形的に設定する方法で
あると判別したときには、重み係数算出部１５は、非線形算出方法として前述したように
、前記（式２）により、各特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを
算出し、算出した重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを辞書データ生成・更新部１６に渡すようにする
（ステップＳ３０５）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０２６８】
　また、ステップＳ３０１で、ユーザにより選択された重み係数算出方法が、撮像順にし
たがって重み係数を算出する方法ではないと判別したときには、重み係数算出部１５は、
ユーザにより選択された重み係数算出方法は、前述した第４の例の撮像間隔に応じて設定
（前画像との差）であるか否か判別する（図３５のステップＳ３１１）。
【０２６９】
　ステップＳ３１１で、ユーザにより選択された重み係数算出方法は、前述した第４の例
の撮像間隔に応じて設定（前画像との差）ではなく、前述した第３の例の撮像間隔に応じ
て設定（区間）であると判別したときには、重み係数算出部１５は、前述の図３０を用い
て説明したように、複数個の分割区間を設定し、当該設定した分割区間毎に、当該分割区
間に含まれる撮像時刻の数ｋを計算する（ステップＳ３１２）。
【０２７０】
　次に、重み係数算出部１５は、算出した撮像時刻の数に応じて、各分割区間についての
重み係数を設定する（ステップＳ３１３）。次に、重み係数算出部１５は、撮像時刻Ｔｉ
，ｎ，ｋのそれぞれが、どの分割区間に属するかを判定し、その判定結果により、撮像時
刻Ｔｉ，ｎ，ｋのそれぞれに対応する重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋを算出する（ステップＳ３１
４）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０２７１】
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　算出された重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋのそれぞれは、辞書データ生成・更新部１６に渡され
ると共に、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれの情報として記憶される。
【０２７２】
　また、ステップＳ３１１で、ユーザにより選択された重み係数算出方法は、前述した第
４の例の撮像間隔に応じて設定（前画像との差）であると判別したときには、重み係数算
出部１５は、新たに取り込んだ顔画像の撮像時刻Ｔｉ，ｎ，Ｋと、それより一つ前の撮像
時刻Ｔｉ，ｎ，（Ｋ－１）との時間差ΔＴｉ（Ｋ－１＿Ｋ）を算出する（ステップＳ３１
５）。
【０２７３】
　そして、重み係数算出部１５は、新たな撮像時刻Ｔｉ，ｎ，Ｋで取り込んだ顔画像の特
徴ベクトルについての重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｋを、前述した（式３）の算出式にしたがって
算出する（ステップＳ３１６）。以上で、この処理ルーチンを終了する。
【０２７４】
　算出された重み係数Ｗｉ，ｎ，Ｋは、辞書データ生成・更新部１６に渡されると共に、
辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋの情報として記憶される。
【０２７５】
　なお、以上の説明では、個人識別を行なった後には、当該個人識別に続いて、取り込ん
だ新たな顔画像を用いた顔識別用辞書データの更新を行なうようにしたが、新たに取り込
んだ顔画像のデータあるいは特徴ベクトルと、時刻情報と、重み係数とを一時記憶してお
き、個人識別時点の後の適当な時点において、顔識別用辞書データの更新を行うようにし
ても良い。
【０２７６】
　［第２の実施形態の効果］
　以上説明したように、上述の実施形態においては、期間辞書データＴＤｉ，ｎの顔識別
用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新演算に際し、最大Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ
，ｎ，ｋのそれぞれの特徴ベクトルの単純平均を取るのではなく、それぞれの特徴ベクト
ルに、撮像時刻に基づいて算出した直近のものほど高くなる重み係数を乗算したものの総
和を、重み係数の総和で除算するようにしたので、それぞれの特徴ベクトルは、その撮像
時刻に応じて顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成に寄与するようになるので、さらに
高精度の辞書データを得ることができる。
【０２７７】
　［第２の実施形態の変形例］
　以上の第２の実施形態の説明は、この発明を顔識別処理装置に適用した場合であるが、
この発明の適用範囲は、このような顔画像を用いた個人識別装置の場合に限らないことは
言うまでもない。
【０２７８】
　例えば、個人識別処理の場合において、人の声などの、時間の経過につれて変化をする
識別要素として個人を識別する場合においても、それぞれそれらの識別要素を取り込んだ
取り込み時刻に基づいて重み係数を算出して、個人識別用の辞書データを更新する場合に
も適用することができる。
【０２７９】
　［第３の実施形態］
　この第３の実施形態の場合も、期間辞書データは、対応する期間で撮影された顔画像デ
ータから抽出された特徴データを単純平均したものとするのではなく、より個人識別性能
を向上させることができるようにする。
【０２８０】
　顔画像の識別においては、顔画像の大きさが例えば縦×横＝６４×６４画素以上の大き
さであること、顔画像は正面を向いていること、両目が水平に並んでいること、などの識
別すべき画像としての基準条件を満足していることが必要である。
【０２８１】
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　しかしながら、実際には、取り込んだ顔画像が、上記の基準条件をすべて満足している
状態となっているわけではない。
【０２８２】
　顔画像の識別処理に当たっては、前記基準条件を満足していないときには、当該基準条
件をできるだけ満足するように、画像データ補間処理や画像回転処理などの画像補正処理
を取り込んだ顔画像の画像データに対して施すことにより、顔識別処理を可能にしている
。
【０２８３】
　そして、従来は、取り込んだ顔画像について個人識別することができた場合には、その
顔画像の特徴データを、有効な特徴データとしてすべて等しい重みを持つものとして、辞
書データの生成および更新している。すなわち、従来は、上述のように基準条件を満足し
ていない顔画像の特徴データと、基準条件を満足する顔画像の特徴データとを、同じ重み
のデータとして取り扱って、辞書データの生成および更新している。
【０２８４】
　このように、取り込んだ顔画像が識別できた場合に、その特徴データを、すべて同じ重
みで使用して、各個人用の顔画像の辞書データの作成および更新を行った場合には、作成
または更新した辞書データの正確性が損なわれてしまうおそれがある。
【０２８５】
　上述のようなことは、顔画像の辞書データの生成や更新に限らず、取り込む画像につい
て予め定められている基準条件が存在しているにもかかわらず、取り込んだ画像について
同じ重みを持って処理を行なうすべての場合に存在する。
【０２８６】
　以上のことは、取り込む個人の識別要素としての情報が、顔画像だけではなく、声紋な
どの識別要素である場合における音声情報についても同様のことが言える。
【０２８７】
　この第３の実施形態では、上述の点にかんがみ、取り込む情報について予め定められて
いる基準条件を参照した処理を行なうことにより、顔画像などの識別要素を用いて個人識
別を行なう場合に使用する辞書データとして、より正確な辞書データの作成および／また
は更新を可能にするようにする。
【０２８８】
　図３６は、この第３の実施形態の顔画像による個人識別装置の構成例を示すブロック図
である。この図３６で、図１に示した第１の実施形態の個人識別装置の構成例のブロック
図と同一部分は、同一番号を付して、その詳細な説明は省略する。この第３の実施形態に
おいても、各ブロックで示したものの一部は、ソフトウエア構成とすることもできるもの
である。
【０２８９】
　この第３の実施形態では、顔識別を行なう上での信頼度（信頼性）の度合いの情報であ
るスコアを算出するスコア算出部１７がシステムバスに対して接続されて設けられ、顔識
別用画像処理部１１からの情報が、このスコア算出部１７に供給される。ハードウエア的
には、その他の構成は、図１に示した第１の実施形態と同様である。
【０２９０】
　そして、この第３の実施形態においても、上述した第２の実施形態と同様に、顔識別用
辞書データベース１０の個人辞書データＤｉの期間辞書データＴＤｉ，ｎのそれぞれは、
辞書データ生成用情報配列ＡＲｉ，ｎを備える。
【０２９１】
　そして、辞書データ生成用情報配列ＡＲｉ，ｎを構成する、最大Ｋ個の辞書データ生成
用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれは、この第３の実施形態においては、図３７に示すよ
うに、時刻の情報Ｔｉ，ｎ，ｋと、取り込まれた顔画像の特徴データＶｉ，ｎ，ｋと、取
り込まれた顔画像の特徴データＶｉ，ｎ，ｋを用いて顔識別用辞書データを更新するため
に用いる、特徴データＶｉ，ｎ，ｋについての重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋと、総合スコアＳＯ
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ｉ，ｎ，ｋと、を含む。
【０２９２】
　第２の実施形態では、重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋは、取り込まれた顔画像の撮影時刻に基づ
いて計算されたが、この第３の実施形態では、後述するように、総合スコアＳＯｉ，ｎ，
ｋに基づいて計算される。
【０２９３】
　この第３の実施形態では、総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋを算出する点と、重み係数Ｗｉ，
ｎ，ｋが総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋに基づいて計算される点の他は、前述した第２の実施
形態と同様の構成および処理動作を行なう。
【０２９４】
　この第３の実施形態でも、期間辞書データＴＤｉ，ｎのそれぞれに対しては、最大Ｋ個
、例えば４０個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋが、蓄積可能とされている。こ
れは、辞書データベースとして使用する記憶容量を考慮したものである。そして、この第
３の実施形態では、期間辞書データＴＤｉ，ｎとして蓄積されるデータは、後述する総合
スコアを参照して、総合スコアの高いもののみを残す（すなわち、格納する）ようにして
、蓄積する期間辞書データＴＤｉ，ｎは更新するようにする。
【０２９５】
　また、この第３の実施形態においては、期間辞書データＴＤｉ，ｎについては、新たな
顔画像の取り込みを行なったときに、必ず、新規作成あるいは更新処理をするのではなく
、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎの新規作成あるいは更新をする方が良いかどうかを、総
合スコアに基づいて判断し、その判断の結果、新規作成あるいは更新をした方が良いと判
別したときに、実際に当該期間辞書データＴＤｉ，ｎの新規作成あるいは更新処理を実行
するようにする。
【０２９６】
　そして、この第３の実施形態においては、顔識別用画像処理部１１は、顔検出結果の顔
画像データ、目検出結果のデータなどをスコア算出部１５に供給する。この例においては
、顔識別用画像処理部１１からスコア算出部１５に供給される顔検出結果の顔画像データ
には、検出できた顔画像の画像データサイズが付加される。ここで、顔画像の画像データ
サイズは、顔検出結果の顔画像の縦方向のピクセル数（画素数）と、顔画像の横方向のピ
クセル数（画素数）とからなる。
【０２９７】
　スコア算出部１７は、この例では、顔識別用画像処理部１１からの顔検出結果のデータ
および目検出結果のデータを受け取って、画像データ入力インターフェース７を通じて取
り込まれた画像から抽出された顔画像について、顔識別を行なう上での信頼度（信頼性）
の度合いの情報であるスコアの算出を行なう。顔識別用画像処理部１１から、顔検出や目
検出、最終的には、特徴ベクトルの算出ができなかった旨の通知を受けたときには、スコ
ア算出部１７は、取り込まれた顔画像についてのスコアの算出処理は行なわない。
【０２９８】
　この実施形態では、スコア算出部１７は、取り込まれた顔画像についての、顔識別を行
なう上での信頼度の度合いの情報であるスコアは、顔識別用の顔画像の基準条件からのず
れを検出することに基づいて算出する。
【０２９９】
　ここで、顔識別用の顔画像の基準条件は、この例では、
（Ａ）顔画像のデータは、少なくとも横方向および縦方向に所定画素数を含むこと。この
実施形態では、例えば、横×縦＝６４画素×６４画素以上のデータサイズの顔画像データ
であること
（Ｂ）顔が正面に正対していること（正面を向いていること）
（Ｃ）両目が水平に一直線上に並んでいること
をあげることができる。
【０３００】
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　以上の基準条件に基づき、この実施形態では、取り込んだ顔画像の特徴データについて
、４個のスコアＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄを算出するようにする。そして、この実施形態で
は、これら算出した４個のスコアＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄから、取り込んだ顔画像の特徴
データについて総合スコアＳＯを算出するようにする。なお、スコアＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，
Ｓｄのそれぞれの値は、「０」～「１」で表され、スコアの値が「０」のときには信頼性
がないことを意味し、スコアの値が「１」に近づくにつれ、より信頼性が高くなり、スコ
アの値が「１」のときには信頼性が十分に高いことを意味している。
【０３０１】
　［スコアＳａ；顔画像のデータサイズ］
　４個のスコアのうちのスコアＳａは、取り込まれた画像から検出された顔画像のデータ
サイズに関するものである。
【０３０２】
　顔識別用の顔画像の基準条件（Ａ）から、顔識別に必要な顔画像の最小データサイズを
、ＭＩＮ＿ＳＩＺＥとし、顔識別処理が十二分に実施可能な顔画像のデータサイズＭＡＸ
＿ＳＩＺＥとしたとき、この実施形態では、このスコアＳａは、取り込んだ顔画像のデー
タサイズＸａに対して、図３８に示すような関係の値として算出される。
【０３０３】
　すなわち、
　Ｘａ＜ＭＩＮ＿ＳＩＺＥのときには、Ｓａ＝０である。　
　ＭＩＮ＿ＳＩＺＥ≦Ｘａ≦ＭＡＸ＿ＳＩＺＥのときには、Ｓａ＝ｋ・Ｘａ＋ｑ（ｑ＜０
）である。ただし、ｋは、ｋ＞０である比例定数である。　
　ＭＡＸ＿ＳＩＺＥ＜Ｘａのときには、Ｓａ＝１である。
【０３０４】
　ここで、この実施形態では、ＭＩＮ＿ＳＩＺＥは、例えば、横×縦＝６４画素×６４画
素のデータサイズに等しく選定されている。また、ＭＡＸ＿ＳＩＺＥは、６４画素×６４
画素のデータサイズよりは大きく、かつ、顔画像の識別が十二分に行なえるデータサイズ
である。
【０３０５】
　ここで、取り込まれた顔画像のデータサイズとは、画像データ入力インターフェース７
を通じて取り込まれた元画像から検出された顔画像のデータサイズであって、顔識別用画
像処理部１１でデータ補間処理などを施した後の顔画像のデータサイズではない。
【０３０６】
　顔識別用画像処理部１１では、顔識別処理用の顔画像データとしては、前述した最小の
データサイズ、この例では、横×縦＝６４画素×６４画素以上のデータサイズが必要であ
るので、検出された顔画像のデータサイズがこれよりも小さい場合には、データ補間処理
を行って、最小のデータサイズ以上の顔画像のデータサイズとして、特徴ベクトルの検出
を試みるようにしている。また、前述した両目の水平方向の位置を補正するために、検出
した顔画像を回転するようにするが、その際にも、画素データの補間処理を伴う場合があ
る。このような補間処理をした顔画像であっても、特徴ベクトルを抽出することができれ
ば、顔識別が可能となる場合があるのである。
【０３０７】
　上述したスコアＳａは、以上のような顔識別用画像処理部１１での画素補間処理を行な
う前の顔画像のデータサイズについての信頼度の度合いの情報である。
【０３０８】
　この実施形態では、顔画像のデータサイズＸａがＭＩＮ＿ＳＩＺＥよりも小さい場合に
は、顔識別用の特徴ベクトルの信頼度は殆どないと判断し、Ｓａ＝０とする。また、顔画
像のデータサイズＸａがＭＡＸ＿ＳＩＺＥよりも大きい場合には、顔識別用の特徴ベクト
ルの信頼度は非常に高いと判断し、Ｓａ＝１とする。また、顔画像のデータサイズＸａが
、ＭＩＮ＿ＳＩＺＥよりも大きく、ＭＡＸ＿ＳＩＺＥよりも小さい場合には、顔識別用の
特徴ベクトルの信頼度はデータサイズＸａの大きさに応じた（比例する）ものと判断し、
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スコアＳａは、データサイズＸａに比例した値とするものである。
【０３０９】
　なお、図３８の例では、顔画像のデータサイズＸａが、ＭＩＮ＿ＳＩＺＥよりも大きく
、ＭＡＸ＿ＳＩＺＥよりも小さい場合には、顔識別用の特徴ベクトルの信頼度としてのス
コアＳａは、データサイズＸａの大きさにリニア（線形）に比例するものとしたが、デー
タサイズＸａの大きさに対して、ノンリニア（非線形）に変化、例えばＸａの２乗に応じ
た値とするものとしても、もちろんよい。
【０３１０】
　［スコアＳｂ；顔画像の正面正対状態からのずれ（顔の向き）の閾値］
　前述したように、顔識別用の顔画像は、正面に正対している状態が基準である。そして
、一般的には、所定の許容範囲を超えて、顔画像の向きが正面正対状態からずれている場
合には、当該顔画像についての特徴ベクトルの算出は不可能とされている。そこで、この
実施形態では、この顔画像の正面正対状態からのずれに基づいて、スコアＳｂを算出する
。
【０３１１】
　ここで、このスコアＳｂは、顔画像についての特徴ベクトルの算出が可能か否かに基づ
く信頼度の度合いを表すものである。
【０３１２】
　顔の向き（角度）について想定される変化の方向は、図３９に示すように、顔の正面方
向から背面方向に貫くように想定された回転軸４１を中心した回転方向であるロール（ro
ll）方向と、このロール方向についての回転軸４１に対して、水平方向に直交する回転軸
４２を中心とした回転方向であるピッチ（pitch）方向と、ロール方向についての回転軸
４１に対して、垂直方向に直交する回転軸４３を中心とした回転方向であるヨー（yaw）
方向との３方向である。
【０３１３】
　上記３方向のうち、ロール方向に関しては、顔識別用画像処理部１１において、両目の
位置を水平方向に揃えるように画像を回転して補正して、顔識別処理をするので、この実
施形態では、このスコアＳｂの算出については考慮しない。
【０３１４】
　この実施形態では、ピッチ方向と、ヨー方向との２方向についてのみを考慮して、スコ
アＳｂを算出する。この実施形態では、ピッチ方向とヨー方向のいずれかについて、顔画
像についての特徴ベクトルの算出ができない程度に、顔画像の向きが正面生態状態からず
れているときには、スコアＳｂ＝０とする。また、ピッチ方向とヨー方向の両方について
、顔画像の向きの正面生態状態からのずれ量が、顔画像についての特徴ベクトルの算出が
できる範囲内の場合には、スコアＳｂ＝１とする。
【０３１５】
　この実施形態では、ピッチ方向の正面正対状態からの顔画像の向きのずれの角度を、Ａ
pitchとし、ヨー方向の正面正対状態からの顔画像の向きのずれの角度を、Ａyawとしたと
き、顔画像についての特徴ベクトルの算出ができる範囲内は、例えば、
　－１５度≦Ａpitch≦＋１５度　
　－１５度≦Ａyaw≦＋１５度
とされている。
【０３１６】
　そこで、この実施形態では、
　－１５度≦Ａpitch≦＋１５度、かつ、－１５度≦Ａyaw≦＋１５度
を満足するときには、スコアＳｂ＝１とする。上記角度条件を満足しないときには、スコ
アＳｂ＝０とする。
【０３１７】
　［スコアＳｃ；ロール方向のずれ量］
　スコアＳｃは、スコアＳｂでは考慮しなかったロール方向のずれ量に応じた顔識別上の



(39) JP 2008-165314 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

顔画像の信頼度の度合いである。したがって、スコア算出部１４には、ロール方向の回転
補正がなされる前の、検出された顔画像が供給される。
【０３１８】
　この実施形態では、ロール方向のずれ量は、図４０に示すように、回転補正する前の顔
画像において、パーツ検出処理により検出された左右両目の間の垂直方向の距離（両目が
水平方向に一直線上に並んでいる状態からのずれであって、左目の垂直方向の位置と、右
目の垂直方向の位置との距離）Ｘｃとして算出する。
【０３１９】
　すなわち、検出された両目が、図４０（Ａ）に示すように、水平方向に一直線に並んで
いる場合には、両目の間の垂直方向の距離Ｘｃは、Ｘｃ＝０である。そして、図４０（Ｂ
），（Ｃ）に示すように、検出された顔画像がロール方向に回転していた場合、その回転
量の大きさが大きいほど、検出された両目の間の垂直方向の距離Ｘｃは、大きくなる。
【０３２０】
　スコアＳｃは、両目が水平方向に一直線に並んでいるとき、すなわち、両目の間の垂直
方向の距離Ｘｃ＝０の場合に、一番大きく、Ｓｃ＝１とする。そして、両目の間の垂直方
向の距離Ｘｃが大きくなればなるほど、スコアＳｃの値は小さくなって、０に近くなる。
この実施形態では、このスコアＳｃは、図４１に示すように、両目の間の垂直方向の距離
Ｘｃを変数としたガウス分布関数に従った値をとるように構成されている。
【０３２１】
　図４２に、スコアＳｃの算出式を（式６）として示す。この図４２に示す（式６）にお
いて、ｂは、両目の間の垂直方向の距離ＸｃがＸｃ＝０のときにＳｃ＝１となる値、δは
標準偏差、μは平均値、であり、これらの値は、実際の多数個の顔画像サンプルを用いて
、統計解析で求められるものである。
【０３２２】
　［スコアＳｄ；許容範囲内におけるヨー方向のずれ量］
　前述したスコアＳｂの算出においては、顔画像の正面正対状態からのヨー方向のずれ量
が許容範囲内であれば、ピッチ方向のずれ量も許容範囲内であるという条件の下、スコア
Ｓｂ＝１として、信頼度の度合いは同じとした。
【０３２３】
　このスコアＳｄは、顔画像の正面正対状態からのヨー方向のずれ量が許容範囲内であっ
ても、より詳細に、取り込んだ顔画像の顔識別上での信頼度の度合いを表す値である。
【０３２４】
　この実施形態では、顔画像の正面正対状態からのヨー方向のずれ量は、図４３に示すよ
うに、顔画像の中心線５１（目、鼻、口などを無視して顔画像の輪郭５０のみについて考
えた場合に、前述したヨー方向の回転軸４３（図３９参照）に平行な線であって、少なく
とも目の位置における、顔画像の輪郭５０の水平方向の中央位置を通る線）と、検出され
た両目の間隔の中点位置５２との距離Ｘｄとして算出する。
【０３２５】
　なお、両目の間隔の中点位置５２は、ロール方向の回転補正がなされた顔画像であって
も、また、回転補正がなされる前の顔画像であっても、同じ位置になる。この実施形態で
は、スコア算出部１７では、ロール方向の回転補正がなされる前の顔画像から、距離Ｘｄ
が求められる。
【０３２６】
　図４３（Ａ）に示すように、検出された両目の間隔の中点位置５２が、顔画像の中心線
５１上にあれば、Ｘｄ＝０であって、顔画像は正面正対状態であると考えられるので、よ
り精度の良い特徴ベクトルが抽出することができると考えられ、スコアＳｄは、Ｓｄ＝１
とする。
【０３２７】
　そして、図４３（Ｂ），（Ｃ）に示すように、検出された両目の間隔の中点位置５２と
、顔画像の中心線５１との距離Ｘｄが大きくなるにつれて、スコアＳｄの値は、小さくな
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って０に近づく。この実施形態では、このスコアＳｄは、図４４に示すように、検出され
た両目の間隔の中点位置５２と、顔画像の中心線５１との距離Ｘｄを変数としたガウス分
布関数に従った値をとるように構成されている。
【０３２８】
　図４５に、スコアＳｄの算出式を（式７）として示す。この図４５に示す（式７）にお
いて、ｃは、検出された両目の間隔の中点位置５２と顔画像の中心線５１との距離Ｘｄ＝
０のときにＳｄ＝１となる値、δは標準偏差、μは平均値、であり、これらの値は、実際
の多数個の顔画像サンプルを用いて、統計解析で求められるものである。
【０３２９】
　［総合スコア］
　この第３の実施形態では、以上説明した４個のスコアＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄから、ス
コア算出部１７は、以下に示す（式８）を用いて総合スコアＳＯを算出する。ここで、ス
コア算出部１７で算出するのは、新たに取り込んだ顔画像のデータについての総合スコア
であるので、当該スコア算出部１７で算出された総合スコアは、ＳＯｎｅｗと記述するこ
ととする。
【０３３０】
　ＳＯｎｅｗ＝Ｓａ×Ｓｂ×Ｓｃ×Ｓｄ　　・・・（式８）。
【０３３１】
　なお、（式８）は、総合スコアＳＯｎｅｗの算出方法の一例であり、その他種々の算出
方法を用いることができる。例えば、
　ＳＯｎｅｗ＝Ｓａ＋Ｓｂ＋Ｓｃ＋Ｓｄ　　・・・（式９）
として総合スコアＳＯｎｅｗを求めても良い。
【０３３２】
　また、４個のスコアＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄのそれぞれについて、重み係数ｋａ，ｋｂ
，ｋｃ，ｋｄを定め、
　ＳＯｎｅｗ＝ｋａ・Ｓａ×ｋｂ・Ｓｂ×ｋｃ・Ｓｃ×ｋｄ・Ｓｄ　　・・・（式１０）
として総合スコアＳＯｎｅｗを求めても良いし、また、
　ＳＯｎｅｗ＝ｋａ・Ｓａ＋ｋｂ・Ｓｂ＋ｋｃ・Ｓｃ＋ｋｄ・Ｓｄ　・・・（式１１）
として総合スコアＳＯｎｅｗを求めても良い。
【０３３３】
　［顔画像の特徴ベクトルの重み係数Ｗ］
　総合スコアＳＯを、そのまま、期間辞書データＴＤｉ，ｎの顔画像識別用辞書データＦ
ＲＤｉ，ｎの更新に用いても良いが、この実施形態では、総合スコアＳＯから、顔画像の
特徴ベクトルについての重み係数Ｗを求め、この重み係数Ｗを用いた顔画像識別用辞書デ
ータＦＲＤｉ，ｎの更新処理を行なう。
【０３３４】
　そこで、この実施形態では、スコア算出部１７は、総合スコアＳＯｎｅｗから、新たに
取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての重み係数Ｗｎｅｗを算出する。
【０３３５】
　この実施形態では、重み係数Ｗｎｅｗは、総合スコアＳＯｎｅｗに線形に比例するもの
として生成するようにする。すなわち、比例定数をＣｓとしたとき、
　Ｗｎｅｗ＝Ｃｓ・ＳＯｎｅｗ　　・・・（式１２）
として、重み係数Ｗｎｅｗを算出する。Ｃｓ＝１のときには、重み係数Ｗｎｅｗとして、
総合スコアＳＯｎｅｗをそのまま用いるものとなる。
【０３３６】
　なお、重み係数Ｗｎｅｗの算出方法は、上記（式１２）による方法に限られるものでは
なく、重み係数Ｗｎｅｗは、総合スコアＳＯｎｅｗの値に非線形に対応する、例えば
　Ｗｎｅｗ＝Ｃｓ・（ＳＯｎｅｗ）２　　・・・（式１３）
として、重み係数Ｗｎｅｗを算出するようにしてもよい。
【０３３７】
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　また、総合スコアＳＯｎｅｗが、予め設定した第１の閾値以下のときには、重み係数Ｗ
ｎｅｗ＝０とすると共に、総合スコアＳＯｎｅｗが、前記第１の閾値より大きいときには
、上記（式１２）や（式１３）により算出するようにしても良い。
【０３３８】
　さらに、総合スコアＳＯｎｅｗが、予め設定した第１の閾値以下のときには、重み係数
Ｗｎｅｗ＝０とすると共に、予め設定した第２の閾値（第２の閾値は第１の閾値よりも大
きい）よりも大きいときには、Ｗｎｅｗ＝１とし、そして、総合スコアＳＯｎｅｗが、第
１の閾値よりも大きく、第２の閾値よりも小さい範囲においては、上記（式１２）や（式
１３）により算出するようにしても良い。
【０３３９】
　以上のようにして、スコア算出部１７は、取り込んだ顔画像毎に総合スコアＳＯｎｅｗ
を算出し、その総合スコアＳＯｎｅｗに基づいて重み係数Ｗｎｅｗを算出する。そして、
算出した総合スコアＳＯｎｅｗおよび重み係数Ｗｎｅｗを、辞書データ更新処理部１４に
渡すようにする。
【０３４０】
　［顔識別用辞書データＦＲＤｉの更新］
　辞書データ更新処理部１４は、この第３の実施形態では、顔識別処理部１３での識別結
果に基づいて個人特定情報が特定されたとき、当該個人特定情報に対応する個人辞書デー
タＤｉの期間辞書データＴＤｉ，ｎの辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋを更新し、
その更新した辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋを用いて、当該個人特定情報に対応
する期間辞書データＴＤｉ，ｎの顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎを更新する。
【０３４１】
　すなわち、顔識別用辞書データベース１０に、新たに取り込んだ顔画像を持つ個人Ｐｉ
の個人辞書データＤｉとして既に蓄えられている期間辞書データＴＤｉ，ｎの辞書データ
生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋのそれぞれと、新たに取り込ん
だ顔画像についての総合スコアＳＯｎｅｗとを比較して、顔識別用辞書データベース１０
中に格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋ
の中に、新たに取り込んだ顔画像についての総合スコアＳＯｎｅｗよりも小さいものがあ
るかどうか、つまり、新たに取り込んだ顔画像についての総合スコアＳＯｎｅｗが、顔識
別用辞書データベース１０中に格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの
総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋのいずれかよりも大きいかどうかを判別する。
【０３４２】
　そして、辞書データ更新処理部１４は、新たに取り込んだ顔画像についての総合スコア
ＳＯｎｅｗが、顔識別用辞書データベース１０中に格納されている辞書データ生成用情報
ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋのいずれかよりも大きいと判別したときに
は、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎの顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新を行なうよ
うにする。
【０３４３】
　この顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新時には、辞書データ更新処理部１４は、顔
識別用辞書データベース１０中の当該期間辞書データＴＤｉ，ｎに格納されている辞書デ
ータ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのうちの一番総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋが小さいデータ
を削除する。そして、辞書データ更新処理部１４は、新たに取り込んだ顔画像についての
特徴ベクトルおよび時刻データ、重み係数Ｗｎｅｗ、総合スコアＳＯｎｅｗなどを、削除
した辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの代わりのデータとして、顔識別用辞書デー
タベース１０に取り込む。
【０３４４】
　そして、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新を、第２の実施形態の説明でも用いた
図３２の（式４）に示す算出式により実行する。すなわち、辞書データ更新処理部１４は
、Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１～ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋのそれぞれに含まれ
る特徴ベクトルＶｉ，ｎ，ｋと、対応する重み係数Ｗｉ，ｎ，ｋとを掛け算した結果の総



(42) JP 2008-165314 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

和を、Ｎ個の重み係数の総和で除算したものとして、更新した顔識別用辞書データＦＲＤ
ｉ，ｎを得るようにする。
【０３４５】
　前述もしたように、この顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎ（特徴ベクトルに対応）は、
従来は、図３２の（式５）に示すように、Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１
～ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋに含まれる特徴ベクトルの総和を、個数Ｋで除算した単純平均により
求めていたものに比べて、Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１～ＤＰＩｉ，ｎ
，Ｋの総合スコアに応じた重み係数を用いた値となり、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎ
の精度が向上する。
【０３４６】
　そして、Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，１～ＤＰＩｉ，ｎ，Ｋとしては、
常に、総合スコアが高いものが顔識別用辞書データベース１０に残るようにしているので
、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎは、より高精度のものに更新されることとなる。
【０３４７】
　新たに取り込んだ顔画像についての総合スコアＳＯｎｅｗが、顔識別用辞書データベー
ス１０中に格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのいずれよりも小さい
と判別したときには、個人辞書データＤｉの顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新は行
なわない。新たに取り込んだ顔画像についての特徴ベクトルの総合スコアＳＯｎｅｗを用
いた更新を行なうと、顔識別用辞書データＦＲＤｉの精度が悪くなってしまうからである
。
【０３４８】
　なお、顔識別用辞書データベース１０において、期間辞書データＴＤｉ，ｎに辞書デー
タ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋが、最大数であるＫ個以下しか存在しないときには、辞書
データ更新処理部１４は、新たに取り込んだ顔画像のデータについての総合スコアＳＯｎ
ｅｗと、顔識別用辞書データベース１０に格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ
，ｎ，ｋとの比較は行なわずに、新たに取り込んだ顔画像についての特徴ベクトル、取得
時刻情報、算出された総合スコアＳＯｎｅｗ、重み係数Ｗｎｅｗなどを、最新の辞書デー
タ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとして顔識別用辞書データベース１０に格納し、顔識別用
辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成・更新処理を実行する。その場合における顔識別用辞書デ
ータＦＲＤｉ，ｎの生成の際には、辞書データ更新処理部１４は、前記（式４）における
Ｋの代わりに、顔識別用辞書データベース１０に、当該期間辞書データＴＤｉ，ｎの一部
として格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの個数を用いて、顔識別用
辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成・更新処理を実行する。
【０３４９】
　そして、顔識別用辞書データベース１０に、期間辞書データＴＤｉ，ｎの一部として辞
書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋが、最大数Ｋ個格納されたときから、辞書データ更
新処理部１４は、上述した、新たに取り込んだ顔画像についての総合スコアＳＯｎｅｗと
、格納されている辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれの総合スコアＳＯｉ
，ｎ，ｋとの比較を行なって、総合スコアのより高いものを用いた顔識別用辞書データＦ
ＲＤｉ，ｎの更新をするようにする。
【０３５０】
　なお、以上説明した図１のブロック構成において、顔識別用画像処理部１１、顔識別処
理部１２、表示情報生成部１３、辞書データ更新処理部１４、スコア算出部１７の各部は
、ハードウエアの構成としてもよいし、ＣＰＵ１が、ＲＯＭ３に格納されたソフトウエア
プログラムに基づいて、ＲＡＭ４をワークエリアとして用いてソフトウエア処理を実行す
るソフトウエア機能部として構成しても良い。
【０３５１】
　また、上述の構成では、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとしては、特徴ベクト
ルと、時刻情報と、総合スコアと、重み係数を少なくとも含むものとしたが、重み係数は
、保存せずに、後で、保存した総合スコアから算出するようにしてもよい。
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【０３５２】
　また、特徴ベクトルの代わりに、取り込んだ顔画像の情報を保存しておき、その保存し
た顔画像の情報から特徴ベクトルを抽出し直すようにしてもよい。総合スコアと、重み係
数も、保存した顔画像の情報から算出しなおすようにしても良い。その場合には、辞書デ
ータ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋには、少なくとも顔画像の情報を含むようにすれば良い
。
【０３５３】
　［第３の実施形態の個人識別装置における処理動作］
　次に、上述の構成の第３の実施形態の個人識別装置における取り込んだ顔画像の特徴デ
ータについてのスコア算出動作および顔識別用辞書データの更新処理動作について説明す
る。
【０３５４】
　［顔識別用辞書データベースの更新処理］
　この第３の実施形態における顔識別用辞書データベース１０の期間辞書データの更新処
理を説明する。図４６は、この顔識別用辞書データベース１０の期間辞書データＴＤｉ，
ｎの顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新処理の一例のフローチャートである。この図
４６の各処理ステップは、この実施形態では、スコア算出部１７と、辞書データ更新処理
部１４とが、ＣＰＵ１の制御にしたがって実行するものである。なお、ＣＰＵ１が、ＲＯ
Ｍ３に格納されたソフトウエアプログラムに基づいてＲＡＭ４をワークエリアとして用い
て、上記各部の処理をソフトウエア処理として実行するように構成して、上記各部を省略
しても良いことは、前述した通りである。
【０３５５】
　まず、ＣＰＵ１は、スコア算出部１７に総合スコアＳＯｎｅｗの算出開始指示を出す。
これを受けたスコア算出部１７は、前述したようにして、総合スコアＳＯｎｅｗおよび重
み係数Ｗｎｅｗを算出し、その算出結果を出力する（ステップＳ４０１）。この総合スコ
アＳＯｎｅｗおよび重み係数Ｗｎｅｗの算出処理の詳細な流れについては、後で詳述する
。ＣＰＵ１は、この総合スコアＳＯｎｅｗおよび重み係数Ｗｎｅｗを、辞書データ更新処
理部１４に転送する。
【０３５６】
　なお、この実施形態のように、スコア算出部１７をハードウエアとして独立して持つ場
合には、顔識別用画像処理部１１で、特徴ベクトルの生成が成功したときには、検出した
顔画像データと、目検出出力などを、スコア算出部１７で受け取り、その時点から総合ス
コアＳＯｎｅｗおよび重み係数Ｗｎｅｗの算出処理を、顔識別処理と平行して行なってお
くようにしてもよい。その場合には、顔識別用辞書データベース１０の更新タイミングで
は、スコア算出部１７で、既に総合スコアＳＯｎｅｗおよび重み係数Ｗｎｅｗが算出済み
であって、それらがワークエリアＲＡＭ４に保存されているので、ステップＳ４０１では
、ＣＰＵ１は、ワークエリアＲＡＭ４に保存されているそれら総合スコアＳＯｎｅｗおよ
び重み係数Ｗｎｅｗを読み出して、辞書データ更新処理部１４に転送するようにする。
【０３５７】
　辞書データ更新処理部１４は、ステップＳ４０１で算出された（得られた）取り込んだ
顔画像の特徴ベクトルについての総合スコアＳＯｎｅｗの値が、ＳＯｎｅｗ＝０であるか
否か判別し（ステップＳ４０２）、ＳＯｎｅｗ＝０であれば、その旨をＣＰＵ１に知らせ
る。ＣＰＵ１は、この通知を受けて、取り込んだ顔画像の特徴ベクトルは辞書データの更
新には使用できない信頼性の無い特徴ベクトルであると判断して、そのままこの処理ルー
チンを終了する。
【０３５８】
　また、ステップＳ４０２で、ＳＯｎｅｗ＝０ではないと判別したときには、辞書データ
更新処理部１４は、照合結果として正解とされた照合対象者、あるいは、図４または図５
などの画面においてユーザにより氏名が入力された照合対象者の辞書データ生成用情報Ｄ
ＰＩｉ，ｎ，ｋとしては、蓄積可能個数として最大であるＫ個が、既に蓄積済みであるか
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否か判別する（ステップＳ４０３）。
【０３５９】
　Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋが蓄積済みではないと判別したときには
、辞書データ更新処理部１４は、取り込んだ顔画像についての特徴ベクトル、時刻情報、
総合スコアＳＯｎｅｗ、重み係数Ｗｎｅｗなどを、照合対象者（照合結果として正解とさ
れた照合対象者と、ユーザにより氏名が入力された照合対象者の両方を含む。以下同じ）
の新たな辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとして、顔識別用辞書データベース１０
に追加する（ステップＳ４０４）。
【０３６０】
　そして、辞書データ更新処理部１４は、当該照合対象者の顔識別用辞書データＦＲＤｉ
，ｎを、前述した（式４）により生成して、更新する（ステップＳ４０８）。なお、この
ときには、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋはＫ個以下であるので、（式４）にお
いては、Ｋの代わりに、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋとして保存されている数
が用いられて、演算が行なわれることになる。
【０３６１】
　そして、ステップＳ２０３で、最大数であるＫ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ
，ｋが蓄積済みであると判別したときには、辞書データ更新処理部１４は、照合対象者の
Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋを順次に読み
出して、新たに取り込んだ顔画像について算出した総合スコアＳＯｎｅｗと比較する（ス
テップＳ４０５）。
【０３６２】
　そして、辞書データ更新処理部１４は、Ｎ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋ
のそれぞれの総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋのうちに、取り込んだ顔画像についての総合スコ
アＳＯｎｅｗよりも小さい値のものがあるか否か判別し（ステップＳ４０６）、なければ
、辞書データの更新の必要はないとして、このままこの処理ルーチンを終了する。
【０３６３】
　また、ステップＳ４０６で、Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれ
の総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋの中に、取り込んだ顔画像についての総合スコアＳＯｎｅｗ
よりも小さい値のものがあると判別したときには、辞書データ更新処理部１４は、Ｋ個の
辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの中で、総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋが最小である
ものを検出し、その検出した総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋが最小である辞書データ生成用情
報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの蓄積内容と、総合スコアＳＯｎｅｗである顔画像についての特徴ベ
クトル、時刻情報、総合スコア、重み係数などからなる辞書データ生成用情報と同一内容
とを入れ替える（ステップＳ４０７）。
【０３６４】
　そして、ステップＳ４０７での入れ替えにより、Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ
，ｎ，ｋの内容が変わったことから、それらのＫ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ
，ｋの重み係数と、特徴ベクトルとを用いて、前述した（式４）に基づく演算を行なって
、当該照合対象者についての顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新処理を実行する（ス
テップＳ４０８）。
【０３６５】
　以上で、この辞書データベースの更新処理ルーチンを終了する。
【０３６６】
　なお、期間辞書データＴＤｉ，ｎの新規登録の際には、総合スコアを算出すると共に、
重み係数を算出し、それらを、辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋの一部として記憶
する点が異なるのみで、第１の実施形態の場合と同様であるので、その詳細な説明は省略
する。
【０３６７】
　［スコア算出処理］
　次に、スコア算出部１７における総合スコアおよび重み係数の算出処理について説明す
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る。図４７およびその続きである図４８は、スコア算出部１７における総合スコアおよび
重み係数の算出処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【０３６８】
　すなわち、スコア算出部１７は、顔識別用画像処理部１１から受け取った顔検出データ
サイズＸａを検出し（ステップＳ５０１）、検出した顔画像のデータサイズＸａが、予め
設定されている顔画像の最小データサイズＭＩＮ＿ＳＩＺＥより小さいか否か判別する（
ステップＳ５０２）。
【０３６９】
　そして、スコア算出部１７は、顔画像のデータサイズＸａが最小データサイズＭＩＮ＿
ＳＩＺＥよりも小さいと判別したときには、顔画像のデータサイズＸａに基づくスコアＳ
ａ値を、図３８に示したように、Ｓａ＝０とする（ステップＳ５０３）。
【０３７０】
　また、顔画像のデータサイズＸａが最小データサイズＭＩＮ＿ＳＩＺＥよりも小さくは
ないと判別したときには、スコア算出部１７は、顔画像のデータサイズＸａが、予め定め
た十二分な顔画像のデータサイズＭＡＸ＿ＳＩＺＥよりも大きいか否か判別する（ステッ
プＳ５０４）。
【０３７１】
　また、スコア算出部１７は、ステップＳ５０４で、顔画像のデータサイズＸａが、予め
定めた十二分なデータサイズＭＡＸ＿ＳＩＺＥよりも大きいと判別したときには、スコア
Ｓａの値を、図３８に示したように、Ｓａ＝１とする（ステップＳ５０５）。
【０３７２】
　そして、ステップＳ５０４で、顔画像のデータサイズＸａが、予め定めた十二分なデー
タサイズＭＡＸ＿ＳＩＺＥよりも小さいと判別したときには、スコア算出部１７は、スコ
アＳａは、図３８に示したように、検出された顔画像のデータサイズＸａに応じた値とす
る（ステップＳ５０６）。
【０３７３】
　次に、スコア算出部１７は、取り込んだ顔画像の顔の向き（顔の角度）を検出する（ス
テップＳ５０７）。そして、スコア算出部１７は、ヨー方向の正面正対状態からの顔画像
の向きのずれの角度Ａyawおよびピッチ方向の正面正対状態からの顔画像の向きのずれの
角度Ａpitchを検出し（ステップＳ５０７）、それらの角度ＡyawおよびＡpitchが、共に
前述した許容範囲内であるか、つまり、
　－１５度≦Ａyaw≦＋１５度
　かつ
　－１５度≦Ａpitch≦＋１５度　
であるか否か判別する（ステップＳ５０８）。
【０３７４】
　そして、スコア算出部１７は、ステップＳ５０８で、角度Ａyawおよび角度Ａpitchの両
方が、前記許容範囲になっていると判別したときには、顔の角度が許容範囲にあるかどう
かについてのスコアＳｂの値を、Ｓｂ＝１とする（ステップＳ５０９）。
【０３７５】
　また、スコア算出部１７は、ステップＳ５０８で、角度Ａyawおよび角度Ａpitchの両方
あるいは一方が、前記許容範囲になっていないと判別したときには、前記スコアＳｂの値
を、Ｓｂ＝０とする（ステップＳ５１０）。
【０３７６】
　そして、ステップＳ５０９またはステップＳ５１０の次には、図４８のステップＳ５１
１に進み、スコア算出部１７は、図４０を用いて説明したように、パーツ検出処理により
検出された左右両目の水平からずれ、つまり、前述した左右両目の間の垂直方向の距離Ｘ
ｃを検出する。
【０３７７】
　そして、スコア算出部１７は、検出した距離Ｘｃが、Ｘｃ＝０であって、両目が水平に
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並んでいるか否か判別し（ステップＳ５１２）、水平に並んでいると判別したときには、
スコアＳｃの値を、Ｓｃ＝１とする（ステップＳ５１３）。また、ステップＳ５１２で、
水平に並んでいないと判別したときには、スコア算出部１７は、前述したガウス分布関数
にしたがったスコアＳｃの算出式である（式６）（図４２参照）に基づいて、スコアＳｃ
の値を算出する（ステップＳ５１４）。
【０３７８】
　そして、ステップＳ５１３またはステップＳ５１４の次には、ステップＳ５１５に進み
、スコア算出部１７は、図４３を用いて説明したように、顔画像の中心線５１と、両目の
間隔の中点位置５２との距離Ｘｄを検出する（ステップＳ５１５）。
【０３７９】
　そして、スコア算出部１７は、検出した距離Ｘｄが、Ｘｄ＝０であって、顔画像が正面
正対状態であるか否か判別し（ステップＳ５１６）、顔画像が正面正対状態であると判別
したときには、スコアＳｄの値を、Ｓｄ＝１とする（ステップＳ５１７）。また、ステッ
プＳ５１６で、顔画像が正面正対状態ではないと判別したときには、スコア算出部１４は
、前述したガウス分布関数にしたがったスコアＳｄの算出式である（式７）（図４５参照
）に基づいて、スコアＳｄの値を算出する（ステップＳ５１８）。
【０３８０】
　そして、ステップＳ５１３またはステップＳ５１４の次には、ステップＳ５１５に進み
、スコア算出部１７は、前述したようにして、算出したスコアＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄを
用いて、総合スコアＳＯｎｅｗを算出すると共に、算出した総合スコアＳＯｎｅｗから、
重み係数Ｗｎｅｗを算出する（ステップＳ５１９）。以上で、スコア算出部１７でのスコ
ア算出処理を終了する。
【０３８１】
　なお、以上の説明では、個人識別を行なった後には、当該個人識別に続いて、取り込ん
だ新たな顔画像を用いた顔識別用辞書データの更新を行なうようにしたが、新たに取り込
んだ顔画像のデータあるいは特徴ベクトルと、時刻情報と、総合スコアと、重み係数とを
一時記憶しておき、個人識別時点の後の時点において、顔識別用辞書データの更新を行う
ようにしても良い。
【０３８２】
　また、総合スコアと、重み係数とは、一時記憶部や個人辞書データ記憶部に、両方とも
記憶するのではなく、どちらか一方を記憶するようにしても良い。重み係数を記憶するよ
うにする場合には、辞書データを更新するか否かの判定も、総合スコアではなく、重み係
数を用いるようにしても良い。
【０３８３】
　［第３の実施形態の効果］
　以上説明したように、上述の実施形態においては、各個人Ｐｉの期間辞書データＴＤｉ
，ｎ中の、最大Ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれには、顔画像の
特徴ベクトルについての信頼度を表す総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋを記憶するようにしてい
るので、新たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての信頼度を表す総合スコアＳＯ
ｎｅｗと、記憶しているＮ個の顔画像の特徴ベクトルの総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋ（ｋ＝
１～Ｋ）とを比較することで、新たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルが、顔識別用辞書
データを更新するために有効であるかどうかを判定することができる。
【０３８４】
　そして、比較の結果、新たに取り込んだ顔画像の特徴ベクトルについての総合スコアＳ
Ｏｎｅｗが、個人Ｐｉの期間辞書データＴＤｉ，ｎ中のＫ個の辞書データ生成用情報ＤＰ
Ｉｉ，ｎ，ｋのいずれかよりも大きいときには、最も、総合スコアＳＯｉ，ｎ，ｋの低い
ものを削除して、その代わりに新たな顔画像の特徴ベクトルなど、辞書データ生成用情報
と同じ内容のデータを保存することにより、常に、総合スコアの値が高く、信頼性の高い
データのみを、各個人Ｐｉの期間辞書データＴＤｉ，ｎのＫ個の辞書データ生成用情報と
して保存しておくことができる。
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【０３８５】
　そして、その信頼性の高いＫ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのみを用いて
顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎを更新するようにすることにより、顔識別用辞書データ
ＦＲＤｉ，ｎも、常に精度の高い辞書データとすることができる。
【０３８６】
　さらに、上述の実施形態では、顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの更新演算においては
、ｋ個の辞書データ生成用情報ＤＰＩｉ，ｎ，ｋのそれぞれの特徴ベクトルの単純平均を
取るのではなく、それぞれの特徴ベクトルに、対応する総合スコアに基づく重み係数を乗
算したものの総和を、重み係数の総和で除算するようにしたので、それぞれの特徴ベクト
ルは、その信頼度に応じて顔識別用辞書データＦＲＤｉ，ｎの生成に寄与するようになる
ので、さらに高精度の辞書データを得ることができる。
【０３８７】
　［第３の実施形態の変形例］
　以上説明した第３の実施形態は、この発明を顔識別処理装置に適用した場合であるが、
顔識別に限らないことは言うまでもない。
【０３８８】
　例えば、個人識別処理の場合において、人の声などを識別要素として個人を識別する場
合においても、それぞれそれらの識別要素を取り込むときの１または複数の基準条件から
のずれに基づいて、１または複数個のスコアを算出する。そして、算出したスコアが複数
個、あるときには、その複数個のスコアを用いて総合スコアを算出する。
【０３８９】
　そして、上述の実施形態と同様に、スコアまたは総合スコアに基づいて、辞書データ生
成用情報として保存する複数個のデータを選択したり、識別用辞書データの更新をしたり
するようにすることができる。
【０３９０】
　また、パーソナルコンピュータに複数枚の写真画像を取り込んで、アルバムなどとして
保存する場合において、例えば、取り込んだ写真画像をメモリに記憶する際、取り込む画
像について、例えば、人の顔が映っている画像である、高周波数成分が多い（輪郭がはっ
きりしている）画像である、などの基準条件を定め、その基準条件からのずれからスコア
または総合スコアを算出し、そのスコアまたは総合スコアを、写真画像に対応させて記憶
するようにする場合にも適用できる。
【０３９１】
　このようにすれば、スコアまたは総合スコアの高いもの順に、写真画像を並べるなど、
基準条件に近い画像を優先して表示するようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０３９２】
【図１】この発明による個人識別装置の第１の実施形態のハードウエア構成例を示すブロ
ック図である。
【図２】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の例を説明するため
に用いる図である。
【図３】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の例を説明するため
に用いる図である。
【図４】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の例を説明するため
に用いる図である。
【図５】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の例を説明するため
に用いる図である。
【図６】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の例を説明するため
に用いる図である。
【図７】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の例を説明するため
に用いる図である。
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【図８】この発明の第１の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容の例を
説明するための図である。
【図９】この発明の第１の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容の例を
説明するための図である。
【図１０】この発明の第１の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容のフ
ォーマット例を説明するための図である。
【図１１】この発明の第１の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容のフ
ォーマット例を説明するための図である。
【図１２】この発明の実施形態における期間辞書データが対応する期間を説明するための
図である。
【図１３】この発明の実施形態における期間辞書データが対応する期間を説明するための
図である。
【図１４】この発明による個人識別装置の実施形態における辞書期間パラメータ設定の例
を説明するためのフローチャートを示す図である。
【図１５】この発明の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容のフォーマ
ットの他の例を説明するための図である。
【図１６】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の流れを説明する
ためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１７】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の流れを説明する
ためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１８】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別処理の流れを説明する
ためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１９】この発明による個人識別装置の実施形態における期間辞書データの検索処理の
流れを説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図２０】この発明による個人識別装置の実施形態における期間辞書データの検索処理の
流れを説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図２１】この発明による個人識別装置の実施形態における期間辞書データの新規登録処
理の流れを説明するためのフローチャートを示す図である。
【図２２】この発明による個人識別装置の実施形態における顔識別用辞書データの更新処
理の流れを説明するためのフローチャートを示す図である。
【図２３】この発明による個人識別装置の第２の実施形態のハードウエア構成例を示すブ
ロック図である。
【図２４】この発明の第２の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容のフ
ォーマット例を説明するための図である。
【図２５】この発明の第２の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容のフ
ォーマット例を説明するための図である。
【図２６】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出方法の選
択設定を説明するための図である。
【図２７】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出方法の第
１の例を説明するための図である。
【図２８】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出方法の第
２の例を説明するための図である。
【図２９】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出方法の第
２の例の説明に用いる図である。
【図３０】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出方法の第
３の例を説明するための図である。
【図３１】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出方法の第
４の例を説明するための図である。
【図３２】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における顔識別用辞書データの
算出方法の一例を説明するために用いる図である。
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【図３３】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における顔識別用辞書データの
更新処理の流れを説明するためのフローチャートを示す図である。
【図３４】この発明による個人識別装置の第２の実施形態における重み係数算出処理の流
れを説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図３５】この発明による個人識別装置の実施形態における重み係数算出処理の流れを説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図３６】この発明による個人識別装置の第３の実施形態のハードウエア構成例を示すブ
ロック図である。
【図３７】この発明の第３の実施形態における顔識別用辞書データベースの格納内容のフ
ォーマット例を説明するための図である。
【図３８】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図３９】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４０】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４１】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４２】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４３】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４４】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４５】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔画像について算出す
るスコアの一つを説明するための図である。
【図４６】この発明による個人識別装置の第３の実施形態における顔識別用辞書データの
更新処理の流れを説明するためのフローチャートを示す図である。
【図４７】この発明による個人識別装置の第３の実施形態におけるスコア算出処理の流れ
を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図４８】この発明による個人識別装置の第３の実施形態におけるスコア算出処理の流れ
を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【符号の説明】
【０３９３】
　１０…顔識別用辞書データベース、１１…顔識別用画像処理部、１２…顔識別処理部、
１４…辞書データ更新処理部、１５…重み係数算出部、１６…辞書データ生成・更新部、
１７…スコア算出部
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